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────────────────────────────────────────── 

令和４年 第３回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第３日） 

                           令和４年９月７日（水曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第３号） 

                       令和４年９月７日 午前10時00分開議 

 日程第１ 一般質問 

 （一般質問通告一覧表） 
 

順位 質 問 者 
質 問 事 項 
質  問 の 要  旨 

 
 

質問の 
相 手 備考 

４ １４番 

 杉尾 浩一 

１．コロナ禍において飲食業等の経済支援について 

  ①町においてコロナ感染症状況を伺う。 

  ②国、県、町の支援実績を伺う。 

  ③経済支援後の納税の変化を伺う。 

  ④コロナ関連廃業店舗の実数の把握を伺う。 

  ⑤県の行動制限について、飲食関連各団体から

要請が出ているが、町としての見解を伺う。 

  ⑥町として国、県に働きかけるか伺う。 

  ⑦新規開業、店舗拡大等の支援策、補助策を伺

う。 

  ⑧町独自の新規支援補助の検討はあるか伺う。 

  ⑨町人口減少状況における関係人口の流入の核

となるべき飲食業に対する期待と支援の考え

を伺う。 

  ⑩飲食業は町の産業であることの町長の見解を

伺う。 

町 長  

５ １２番 

 春成  勇 

 

１．新型コロナウイルスの現状について 

  ①第７波では、町内感染者が多くなっている

が、町としての対応はどうしているのか伺

う。 

  ②ワクチン接種の現状と今後について伺う。 

  ③町では感染者及び濃厚接触者が相談をすると

ころはあるのか伺う。 

  ④コロナ禍によるふるさと納税について伺う。 

町 長 

 

 

２．人口減少対策について 

  ①空き家の現状について伺う。 

  ②空き地及び耕作放棄地の管理について伺う。 

  ③町内の移住定住の現状について伺う。  

町 長 

農業委員会会長 
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３．上水道について 

  ①上水道の水道施設の現状について伺う。 

  ②給水管及び配水管の現状について伺う。 

町 長  

  

 

４．農産物のサツマイモの基腐病について 

  ①サツマイモの基腐病の感染拡大防止対策につ

いて伺う。 

町 長  

６ １５番 

 後藤 正弘 

１．施政方針について 

  ①１０項目の達成すべき目標について伺う。 

   (1)短期・中期・長期と分けておられるが、現

在の進捗度を伺う 

町 長  

２．ヤンバルトサカヤスデまん延防止について 

  ①ヤンバルトサカヤスデに関する研究について

伺う。 

   (1)経緯・共同研究概要・各関係機関の役割。 

   (2)忌避剤とは・目標について伺う。 

町 長  

３．町営住宅火災後について 

  ①設計までは、議会承認は得られているが、現

在の状況と今後の対策を伺う。 

町 長  

４．ごみ問題について 

  ①家庭用ごみは、現在高鍋町でどのくらいの量

が出ているのか伺う。 

  ②不法投棄は、現在もあるのか伺う。 

  ③ごみを減らす対策をどのように考えているの

か伺う。  

町 長  

５．交通問題について 

  ①最近、本町でも、他町でも交通死亡事故が多

いが警察や関係機関との連携はどうなってい

るのか伺う。  

町 長  

６．国県への要望について 

  ①要望書は重要で、切実な問題を国県へ要望し

ているが、喫緊の問題点はどのようなものか

伺う。  

町 長  
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７ １番 

 田中 義基 

１．高鍋町企業立地奨励条例の内容とその運用につ

いて 

  ①企業誘致推進ための施策は、この条例を基本

と位置付けて継続していくのか。 

  ②どのようなビジョンのもと、企業誘致を推進

していくのか。 

  ③条例の奨励制度の内容は、そのビジョン実現

のための材料として、適合したものと判断で

きるか。 

  ④業態変更しない飲食店小売業者等への奨励措

置についても一考すべきでは。 

  ⑤条例の改正等を進めていくべきではないか。 

町 長 

 

 

２．これまでの質問案件のその後の進展について 

  ①（H31.3.19）改正水道法について。 

   (1)水道施設更新と広域連携の検討経緯は。 

  ②（R2.3.19）下水道事業の広域化・共同化計

画について。 

   (1)企業会計への転換推進は。 

   (2)３町での広域化・共同化の検討は。 

  ③（R2.6.9）わかば保育園の子育て支援セン

ター併設について。 

   (1)センタ―併設の具体的検討は。 

  ④（R3.6.7）消防指令業務共同運用化につい

て。 

   (1)共同運用センター設置の検討要旨資料等の

内容とその扱いは。 

   (2)現在までの協議の経過は。  

町 長  

──────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 田中 義基君          ２番 永友 良和君 

３番 八代 輝幸君          ５番 松岡 信博君 

６番 青木 善明君          ７番 黒木 博行君 

８番 黒木 正建君          10番 古川  誠君 

11番 中村 末子君          12番 春成  勇君 

13番 日髙 正則君          14番 杉尾 浩一君 

15番 後藤 正弘君          16番 緒方 直樹君 

──────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 
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──────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

──────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 徳永 惠子君   事務局長補佐 井戸川 隆君 

議事調査係長 橋本 由香君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 黒木 敏之君   教育長 ………………… 島埜内 遵君 

農業委員会会長 ……… 坂本 弘志君   代表監査委員 ………… 森  弘道君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 野中 康弘君 

財政経営課長 ………… 飯干 雄司君   建設管理課長 ………… 吉田 聖彦君 

農業委員会事務局長 … 杉  英樹君   地域政策課長 ………… 日高 茂利君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 鳥井 和昭君 

町民生活課長 ………… 鳥取 和弘君   健康保険課長 ………… 山下 美穂君 

福祉課長 ……………… 杉田 将也君   税務課長 ……………… 宮越 信義君 

上下水道課長 ………… 渡部 忠士君   教育総務課長 ………… 横山 英二君 

社会教育課長 ………… 岩佐 康司君   農業政策課長補佐 …… 鍋倉 健仁君 

──────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（緒方 直樹）  おはようございます。只今から本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（緒方 直樹）  日程第１、一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、順番に発言を許します。 

 まず、１４番、杉尾浩一議員の質問を許します。１４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  １４番。おはようございます。杉尾浩一でございます。本日、

１期４年目最後の一般質問ができることに感謝申し上げます。傍聴席の皆様、朝早くから

傍聴ありがとうございます。 

 本日は、コロナ禍における飲食業等の経済支援についてを質問いたします。現状の把握

と将来に向けてどのように飲食業等を支え、町の産業としての地位を確実にしていくかを

具体的に質問していきます。 

 すみませんが、慣例と違いまして、全ての質問は発言者席にて行います。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  １４番。まず、１番ですね。高鍋町における新型コロナ感染症

の状況を伺います。 
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○議長（緒方 直樹）  健康保険課長。 

○健康保険課長（山下 美穂君）  健康保険課長。本町の新型コロナウイルス感染症の状況

についてでございますが、感染力がより強いとされますオミクロン株ＢＡ.５系統への置

き換わりや行動制限を伴わないこの夏の人流増の影響で、全国的に新規感染者が過去最多

を更新する地域が相次いでおり、本町におきましても依然として感染者が多い状態が続い

ております。９月３日現在で、累計２,９９７名の感染が確認されており、第７波におき

ましては１０歳未満から４０代の若い世代が感染者数の７割以上を占める状況でございま

す。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  高止まりと言われながら、まだずっと続いている状況があると

いうことを認識しております。 

 では、質問に移ります。飲食業に対して、これまで約３年間様々な支援が行われました。

実績として、総額と店舗数を伺います。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。新型コロナウイルス感染症の影響を受け

ました飲食店に対する支援金、及び営業時間短縮要請等に関わります協力金の総額及び店

舗数についてでございますが、令和２年５月から緊急支援金が３回、休業等要請支援金が

１回、時間短縮要請支援金が合計８回の実施でございまして、支援対象は延べ２,１２０件、

７億９,９５２万９,０００円の実績額でございます。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  １４番。相当な金額になります。 

 では、３番目の質問に移ります。経済支援を受けた飲食業者の課税納税の変化を伺いま

す。 

○議長（緒方 直樹）  税務課長。 

○税務課長（宮越 信義君）  税務課長。飲食業についての所得課税状況等の把握について

は行っておりませんが、飲食業を含む営業所得につきましては、令和２年、３年ともコロ

ナ禍以前の令和元年と比較すると増加をしております。所得増加の要因が休業補償等の飲

食業等への経済支援によるものか、につきましては把握をしておりません。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  １４番。普通に考えたら、受けた支援は納税という形で戻すと

いう形になるというのが、私の見解でございます。 

 では、４番目の質問です。経済支援を受けた店舗でも、新型コロナ感染症に関連して廃

業したところがあるんではないかとうわさに聞くことがあります。保健所、警察生安課へ

の廃業届を把握していると思いますが、実数を伺います。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。直接的なコロナ禍の影響により廃業され
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た店舗、こちらの数のほうは公表されておりませんので、把握をしておりませんが、高鍋

商工会議所のほうによりますと、高齢などの理由でコロナ禍以前から廃業等を予定されて

いた店舗等もございまして、そのようなケースも含めて、数件の廃業を確認しているとい

うところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  １４番。支援を受けて、経営の維持をされている店舗は数多く

あるということがよく分かります。先ほど答弁にありましたように、高齢等で廃業したと

いう部分は私も一部把握しておりましたが。実際、様々な経営者に話を聞きますと、今回

の支援がなかったら、もうとっくの昔に店はつぶれていた。支援に対して大変感謝をして

いるという声がありました。 

 時間短縮という形の休業中でも、家賃、光熱水費、カラオケリース代等、必ず支払いを

しなければならないです。しかも、時短が終わってもお客さんは戻ってきません。毎日仕

入ればっかりで、赤字が続くだけなんです。 

 ５番目です。県の行動制限について、１テーブル４人以下、２時間以内の利用と制限を

しております。この制限に何らかの科学的根拠を見いだすことは、私自身の不勉強のため

か、私はできません。どなたか理解できるよう、説明してくれる方はいらっしゃいません

か。飲食業３団体、県飲食業生活衛生同業組合、県社交飲食業生活衛生同業組合、県すし

商生活衛生同業組合が県に対し制限の緩和を求める緊急要望書を提出いたしました。 

 高鍋町内にも各団体の支部がありますが、町ではどのように把握されていますか。この

制限に対しての見解がありますか、伺います。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  お答えいたします。現在、発令中の医療非常事態宣言における行

動要請につきましては、県において地域経済への影響を十分考慮しつつも、医療のひっ迫

状況等からやむを得ず判断されたものと受け止めております。また、１卓４人以下、２時

間以内という行動要請につきましては、厚生労働省の専門家会議で協議され、要請された

もので、それを参考に県において判断されたものと考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  １４番。先日、宮崎日日新聞のコラムに飲食店の制限、業態に

応じた施策をという記事が出ております。ちょっとだけ読みます。「イベントや祭りは大

勢集客して開催しているのに、飲食だけストップをかけるのは腑に落ちない。対策に一貫

性がない。」これは先ほど申しました３団体が言ってきたことですね。影響がやっぱり深

刻なのが宴会場を抱える中規模の店舗や、２次会とかそういうところで行くスナックとか

バーとかが一番影響を受けているという形になっております。 

 この中では、社交飲食業の副理事長が、「今回が今までで一番きつい。」というコメン

トがありますし、すし商の理事長も、「団体客の利用に急ブレーキがかかり、３００人以

上のキャンセルが出た。」と悲痛の声を上げ、店の面積や席数に応じた人数制限の緩和を
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求めました。 

 これにも書いてあるんですけど、感染の波が来るたびに対策の急所として制限を受けて

きた飲食店だが、業態や規模は様々であり、これまで原則一律に行ってきた規制の内容や

支援の在り方について、行政はよりきめ細かな対応を模索すべきではないかというふうに

結んであります。 

 そこで伺います。町として国、県に対して、この件に対する働きかけをする予定、検討

はありますか、伺います。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。現在のところ、町内の飲食店関連団体から町に対して要望

は頂いておりませんので、予定しておりませんが、今後、関連団体等からの要望などがご

ざいましたら、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  １４番。頼もしい答弁、ありがとうございます。 

 ７番目です。高鍋町において飲食業の新規開業、店舗拡大等への支援策、補助策はあり

ますか、伺います。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。飲食業に限定するものではございません

が、町内での新規開業への支援といたしましては、高鍋町創業支援事業補助金の制度を設

けておりまして、一定の要件はございますが、町内で新たに創業をされる場合に補助金を

交付しているところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  １４番。一定の補助金等があるということですので、利用され

る方は、私も含めてほとんど知りません、そういうものがあるということを。利用される

方があれば、広く広報していきたいと思います。 

 ８番目、高鍋町の産業を担う飲食業に対し、コロナ禍、コロナ後の町独自の新規の支援

補助の事業を検討する予定はありますか、伺います。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。関係団体との御意見も参考にしながら、

必要な支援策等を検討してまいりたいと考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  ぜひよろしくお願いいたします。 

 ９番目です。町の人口減少が続く中、関係人口の流入の核となるべきは飲食業だと、私

は考えております。飲食は、人生において生きるためであり、大きな楽しみであり、友人、

同僚、先輩、後輩、赤の他人と同席することで生まれるコミュニケーション、情報の交換、

下らない話の中から新しい人生の何かを見つけるかもしれない。とっても大切な場だと思

っております。 
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 そこで町長に伺います。これからの飲食業への期待と支援の考えを聞かせてください。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  飲食サービス業の集積は本町の魅力であり、特徴の一つになって

おります。県外からも多くの方が見える飲食店もございます。飲食サービス業は、にぎわ

いの創出や地域の活性化にも重要な役割を担っている、ある意味では町の環境を推進する

業種であると考えているところです。必要な支援を今後も検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  ありがとうございます。 

 すいません、最後の質問なんですが、町長は以前答弁の中で、飲食業は町の産業であり、

その魅力を発信していくとありました。コロナ禍においても、その考えは持ち続けていら

っしゃると思います。改めて、飲食業者、関連業者、例えば酒屋さん、タクシー業者さん、

運転代行業者さん、もろもろありますが、それと飲食業利用者に向けて、強い言葉でその

思いを語っていただきたいと思います。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  先ほど申しましたが、特に昨今は食の飽食というとちょっと嫌な

表現にはなりますけれども、いろんなテレビ、マスコミを見ても食に関する番組、あるい

は情報が数多く氾濫して、ある意味では食を通して人が移動するという、極めて重要な業

種であるというふうに考えております。 

 飲食産業は、本町における町のにぎわいづくりや地域活性化のために中心的な存在の一

つであり、町の魅力の重要なポイントであります。引き続きその魅力を発信してまいりた

いと考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １４番、杉尾浩一議員。 

○１４番（杉尾 浩一君）  １４番。ありがとうございます。力強いお言葉、ありがとうご

ざいます。実際のところ、私を含めた飲食業の人間は、本当に先が見えない状況になって

おります。先ほどの新聞記事にもありましたが、業態の変化に応じて、それを何らかの形

で反映させていただいたらいいかなと思っております。 

 私自身も飲食の現場で働いて３７年あまり、バブルも経験、リーマンショックも経験、

口蹄疫も経験、東北の震災も経験、そして現在のコロナ禍。若い頃は朝５時、６時まで仕

事し、夢に向かって頑張っておりましたが、現代のような先の見えない中、モチベーショ

ンを持ち続けることは大変困難です。しかし、この仕事に夢と希望を持っている者がいる

限り、お客さんがいる限り、頑張るしかないのです。 

 町長には飲食業の衰退は町の衰退と同じであると強く認識を持ち、その対策を取ってい

ただくことを要望いたします。 

 これで、杉尾浩一の一般質問を終わります。 

○議長（緒方 直樹）  これで、杉尾浩一議員の一般質問を終わります。 
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 ここで消毒のため、一、二分ほどそのままお待ちになってください。 

午前10時18分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時20分再開 

○議長（緒方 直樹）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（緒方 直樹）  次に、１２番、春成勇議員の質問を許します。１２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。傍聴席の

皆様、本日は傍聴に来ていただきまして、誠にありがとうございます。 

 ロシアのウクライナ侵攻により、生活に欠かせないエネルギーや食糧などが値上がりし

ています。新型コロナウイルスも４年目になっていますが、収束のめどが立たず、まだま

だ続いていくように思われます。今回も新型コロナウイルスの現状について、質問します。 

 ①、第７波では、町内感染者が多くなっているが、町としての対応はどうしているのか、

お伺いします。 

 ②、ワクチン接種の現状と今後について。 

 ③、町では感染者及び濃厚接触者が相談をするところはあるのか、お伺いします。 

 ④、コロナ禍によるふるさと納税について。 

 次に、人口減少対策について。 

 ①、空き家の現状について。 

 ②、空き地及び耕作放棄地の管理について。 

 ③、町内の移住・定住の現状について。 

 新型コロナウイルスの現状についてと人口減少対策については、発言者席にて質問いた

します。 

 次に、上水道について。上水道の水道施設の現状について、以前、平成３０年３月に質

問しましたが、水道施設の現状及びその後の検討状況について、町長に答弁願います。 

 次に、給水管及び配水管の現状については、発言者席にて質問いたします。 

 次に、農産物のサツマイモの基腐病は鹿児島県より始まり、串間市、児湯地区でも基腐

病がまん延しております。町長の会社でもサツマイモ基腐病についてどう思われているの

か、町長に答弁願います。 

 次に、サツマイモの基腐病の感染拡大防止対策については、発言者席にて質問いたしま

す。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。皆様、おはようございます。お答えいたします。 

 まず上水道の水道施設の現状及びその後の検討状況についてでございますが、竹鳩浄水

場に比べ、老瀬浄水場については老朽化が著しい状況にあります。また、青木配水池につ
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きましても、築造以来５０年以上が経過している状況です。そのため、老瀬浄水場につき

ましては計画的な修繕を行いつつ、延命化を図っている状況でございますが、老瀬浄水場

及び青木配水池の更新につきましては、今後の人口減少による使用水量の減少や料金収入

の落ち込みを見据え、水道施設全体の統廃合の必要性などを検討していく中で計画してい

かねばならないと考えております。 

 次に、サツマイモ基腐病についてでございますが、生産農家はもとより、加工を行う業

者においても原料の確保という点では非常に懸念をしております。農薬の開発などが進め

られているようですが、まだ特効薬というものはないようですので、国が推奨しておりま

す基腐病を持ち込まない、増やさない、残さない、この三つのポイントを生産者において

実践をしていただくことが重要であると考えております。本町のみならず、管内全ての生

産者がまん延防止のための意識を高め、行動していただきたいと考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。新型コロナウイルスは、もうじき４年目になろうとし

ています。全世界で令和４年８月３１日現在で、感染者は約６億１１５万人、死亡者が

６４８万人、日本での感染者数は約１,８７９万人、死者が３万９,０００人、宮崎県では

約１６万６,０００人、死者数が２７８人、高鍋町では、令和４年３月１６日から６月

１０日まで感染者数は５０６名、６月１０日から８月３１日までは１,８３１名、約

３.６倍に増えていて、高鍋町では１０人に１人が感染している状況です。 

 第７波では町内感染者は多くなっているが、町としての対応はどうしているのか、お伺

いします。 

○議長（緒方 直樹）  健康保険課長。 

○健康保険課長（山下 美穂君）  健康保険課長。第７波での町内感染者増についてでござ

いますが、感染力が強いとされておりますオミクロン株がＢＡ.５への置き換わりとなり

ました。また、行動制限を伴いませんこの夏の人の動きが多かったこともあり、全国的に

新規感染者が過去最多を更新する地域が相次いでおります。本町におきましても、依然と

しまして感染者が多い状態が続いております。町の対応といたしましては、ワクチンの接

種事業の実施、また全戸配布チラシやホームページ、ライン等によりまして、感染症対策

についてのお願い、また情報の提供などを継続して行っているところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。ワクチン接種は、現在４回目になっています。１回目

から４回までの接種をした人数と、何％になっているのか、また４回目にはどのような接

種になるのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  健康保険課長。 

○健康保険課長（山下 美穂君）  健康保険課長。８月２９日現在の接種回数ですけれども、

１回目接種が１万５,８６４回、２回目が１万５,７５７回、３回目が１万２,５２８回、

４回目が５,０３０回となっております。前回、質問にお答えをしましたのが６月６日だ
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ったんですけれども、そのときと比較をいたしますと、１回目に関しましては８８回、こ

れいずれも増加ですけれども、１回目が８８回、２回目が１１４回、３回目が７２２回増

加しております。なお、４回目接種の５か月経過、６０歳以上の方の接種された率は

８０.５％、これは県平均６４％と比較をしますと、かなり高い割合となっております。 

 現在、４回目接種を中心に、集団接種及び個別医療機関での接種を実施しておりますけ

れども、４回目の接種は３回目接種から５か月が経過をされました６０歳以上の方、

１８歳以上の基礎疾患を有する方、また医療従事者や高齢者施設などの従事者の方を対象

としております。秋以降の接種が予定されておりますが、オミクロン株対応ワクチンにつ

きましても、国の法律改正があり次第、円滑に接種が実施できますよう町内の医療機関と

連携をしながら準備を進めてまいります。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。町では、感染者及び濃厚接触者は相談するところがあ

るのかということで、県では２４時間体制で新型コロナウイルス感染症受診相談センター

がありますけど、県だけでは感染者が多くなると、電話の対応ができなくなると思います。

町で感染者の問合せを聞く窓口が必要になるのではないか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  健康保険課長。 

○健康保険課長（山下 美穂君）  健康保険課長。感染者及び濃厚接触者の相談についてで

ございますが、議員がおっしゃいましたように、感染者数の増加に伴いまして、その役割

が高まっているものと認識をしております。本町にも問合せがありますし、またそのよう

な場合は、健康保険課でありますれば保健師、また職員などで相談内容を聞き取りまして、

その内容に応じて対応を進めております。また、かかりつけ医などへの医療機関への相談

であったり、先ほどおっしゃいました県の新型コロナウイルス感染者を受診相談センター

を御案内などをしているところでございます。町に対しての相談がありましたら、こちら

のほうでも対応も現在しているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。最近、政府ではコロナウイルス対策を今までとは違う

政策に変えつつあります。全数把握や濃厚接触者などに社会活動を考慮して、コロナ療養

期間を１０日から７日に変更したり、また自宅療養を待機期間７日から５日に変更、抗体

検査が２日目と３日目に２回続けて陰性だった場合、３日目に解除することを見直し、ま

たオミクロン対応新ワクチンを９月に接種を開始するとのことですので、今後、検討して

いただきたいと思います。 

 次に、ふるさと納税の制度改正はいつから、何年目で、これまでのふるさと納税の受入

れ額の推移はどうなっているのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。ふるさと納税制度でございますが、平成
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２０年５月に導入されておりまして、本年度で制度創設から１５年目を向かえているとこ

ろでございます。寄附受入れ額の推移につきましては、平成２０年度から平成２５年度ま

でにつきましては、平均で１５０万円程度、平成２６年は３２７万円、平成２７年度は

２,２１６万円と推移しておりまして、ふるさと納税推進業務委託のほうを開始いたしま

した平成２８年１０月以降につきましては、平成２８年度が５億７,８５４万円、平成

２９年度２５万、すみません、２５億６,９１６万円、平成３０年度２１億８,２７３万円、

令和元年度が１６億１,４９２万円、令和２年度１２億３５６万円、令和３年度につきま

しては９億５,６８６万円と推移してきておるところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。コロナ禍による巣篭もり需要により、ふるさと納税が

増えると聞いていますが、本町はなぜ影響がなかったのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。コロナ禍におけるふるさと納税の影響に

ついてでございますが、全国的にはふるさと納税による寄附額、こちらのほうが令和元年

度が４,８７５億円、令和２年度６,７２４億円、令和３年度は８,３０２億円と、コロナ

禍においても増加傾向となっておるところでございます。また、コロナ禍の影響での特徴

的なものといたしましては、先ほど申されました巣篭もり需要による増加のほかに、体験

型返礼品の需要減少、地域を助けたい、支援しようというような意図の寄附者による応援

消費トレンドが生まれたことなどが挙げられております。 

 そのような状況の中、本町におきます寄附受入れ額につきましては、議員の御指摘にも

ございますように年々減少しているところでございます。これらの要因といたしましては、

平成３０年度から令和元年度にかけまして、国の返礼品基準の変更に沿った形での地場産

品や返戻率等の見直しのほうを段階的に行ったことなどが大きく影響しているものと考察

しているところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。地域活性化するためには、ふるさと納税の推進が必要

であると考えます。ふるさと納税を推進する取組を行っていくつもりなのか、お伺いしま

す。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。ふるさと納税の推進につきましては、本

年１０月からふるさと納税推進業務体制のほうを一部変更することに合わせまして、本年

度後半からふるさと納税ポータルサイトのほうの更新も予定しておりますので、それらの

取組と同時にさらに地元事業者等との連携も図りながら、新たな返礼品開発などにも積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。令和３年３月議会で、私の質問で、鈴木馬左也邸の一
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般質問で、町長が企業型ふるさと納税を創設して、活用も視野に入れてとの答弁をされま

した。企業版ふるさと納税の取組は進んでいるのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。企業版ふるさと納税の取組につきましては、昨年７月に地

域再生計画を作成し、国の認定を受けて本町への企業版ふるさと納税受入れを可能とする

体制を整えたところでございます。これにより、以前から本町の御縁のありました株式会

社サードウエーブ様から、昨年度１,２００万円の寄附を頂いたところでございます。企

業版ふるさと納税による寄附実績については、現在のところこの１件のみでございますが、

町のホームページにおいて募集を行うとともに、私が直接企業に働きかけも行っておりま

す。 

 また、ふるさと納税の請負業者様とも、企業版ふるさと納税の積極的な取組をお願いし

ております。引き続き、推進してまいりたいと考えているところです。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。人口減少について、空き家の現状について、現在、町

内の空き家は何件あるのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。令和２年５月に作成しました高鍋町空き

家等対策計画による空き家の数につきましては、３１５件でございます。その後の増減に

つきましては、調査をしておりません。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。空き家と危険物判定基準がＡからＤまであるとなって

おりますが、Ａがすぐにでも利用可、Ｂが少しの修繕でも利用可、Ｃが大きな修繕が必要、

Ｄが廃屋とのことですが、それぞれの件数をお伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。３１５戸のうち、Ａ判定が３１戸、Ｂ判

定が１６４戸、Ｃ判定が９７戸、Ｄ判定が２３戸でございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。空き家対策審議会では、今後どのような会議を開催す

るのか、また、会議は何回行うのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。審議会では、倒壊の恐れのある空き家等

を特定空き家等として認定するための審議等を行うこととしております。特定空き家等と

して認定されれば、立ち入り調査、助言または指導、勧告、命令、行政代執行などの措置

を行うことができ、適切な空き家の管理ができることとなります。審議会の回数について

でございますが、現在コロナ禍ということで、審議会が行われておりませんが、年度内に

１回は行いたいと考えております。 
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○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。ぜひ会議を行って、早め早めにスピード感ある体制で

やっていただきたいと思います。 

 今、答弁がありましたが、Ｃの大きな修繕に空き家をオーナーが家賃を安くして、借り

た方が自分の好きな形にリフォームする現場に工事で携わることができました。このよう

な空き家が住める家に変えることは大変よいことだと感じました。こういう空き家をどし

どし推奨していただきたいと思います。 

 次に、空き地及び耕作地の管理について、雑草は生い茂っているところが多いようだが、

どのような管理を考えているのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  町民生活課長。 

○町民生活課長（鳥取 和弘君）  町民生活課長。空き地の管理につきましては、あくまで

も所有者の責務ではございますけれども、近隣の住民の方々から空き地の雑草等の繁茂に

ついての御相談があった場合につきましては、担当職員のほうで現地のほうを確認した上

で町条例に基づきまして、その土地の所有者に対して適切な管理をしていただくようにお

願いをしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  農業委員会会長。 

○農業委員会会長（坂本 弘志君）  農業委員会会長。耕作放棄地の管理の部分について、

お答えします。耕作放棄地に限らず、農地の管理については農地法第２条の２に、「農地

について所有権または貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該

農地の農業場の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」とありま

す。 

 また、高齢者の方や町外在住の方が所有されているケースもあり、管理が行き届いてい

ない状況も見受けられるところです。耕作放棄地について、草を刈ってほしいなど近隣住

民からの苦情があった場合には、現地調査を行った上で所有者等に対して文書により適正

管理についての指導通知を行っております。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。雑草がすぐに生い茂ってきます。何回も何回も草刈り

をしなければいけませんので、空き地や耕作放棄地の管理を相談に乗ってもらって、指導

して環境をよくしていただきたいと思います。 

 町内の移住・定住について、どのような取組をされているのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。移住・定住についての取組でございます

が、町の事業といたしましては、高鍋町空き家バンク事業というものを実施しております

が、そのほかに高鍋町移住支援補助金、移住相談会、移住・定住サポーター制度、移住・
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定住ポータルサイト運営事業等を実施しております。また、本年度から新たに高鍋町お試

し滞在制度補助金というものを創設いたしまして、開始しているところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。今答弁されました高鍋町移住支援補助金はどのような

ものか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。高鍋町移住支援補助金でございますが、

こちら宮崎県外からの移住者で、県内において就職した場合に２人以上の世帯の場合に

１００万円、単身世帯に対して６０万円を交付するという補助事業でございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。移住・定住関連事業の中で、求人サイトみちはたの現

状について、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。求人サイトみちはたでございますが、主

に移住希望者を対象にいたしまして、インターネットを介して高鍋町での仕事に関する情

報提供を行い、移住・定住の促進を図ることとともに、町内企業等の情報を幅広く発信す

る本町独自の求人サイトでございます。現状、実績といたしましては、新規求人掲載件数

のほうが３９件、応募件数は５６件、うち採用件数が１６件となっておるところでござい

ます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。空き家バンクリフォームの補助事業はどのようなもの

か、また支援金はどうなのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。空き家バンクリフォーム等補助金につい

てでございますが、高鍋町空き家バンクの登録物件に対しまして、リフォームや家財道具

撤去を必要とする場合、その必要となる経費の一部を助成いたしまして、空き家の有効活

用による移住・定住の促進等を図ることを目的としたものでございます。令和３年度から

事業を開始しております。実績といたしましては、現時点で家財道具撤去の補助が１件で

ございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。町内の移住・定住の中で、外国人の住民登録者の推移

は。また、国籍と人数について、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  町民生活課長。 

○町民生活課長（鳥取 和弘君）  町民生活課長。外国人住民の方で、住民登録されている

方の人数の推移でございますけれども、令和２年３月末現在で男性３０名、女性６４名の

計９４名、令和３年３月末現在で男性２５名、女性５５名の計８０名、令和４年３月末現



- 100 - 

在で男性２０名、女性４０名の計６０名となっております。 

 次に国籍についてでございますけれども、人数の多い順に申し上げますと、ベトナムの

方が１９名、中国、韓国、カンボジアの方がそれぞれ７名、ミャンマーの方が６名、以上

が上位５か国でございます。そのほか、フィリピンやアメリカなど全部で１４の国と地域

となっておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。今の答弁で、コロナ禍の状況の中なのでしょうけど、

人数が何か減っているように思われます。 

 次に、空き家バンクの実績について、伺います。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。高鍋町空き家バンク事業の実績について

でございますが、昨年度の事業開始から現在までに１３件の物件登録がありまして、その

うち２件につきまして売買が成約されているところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。宮崎キヤノン株式会社の従業員数と高鍋町内に移住さ

れている方の人数をお伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。令和４年８月２９日現在の同社の従業員

数につきましては１,０５１人で、うち高鍋町内に居住されている方が２６０人でござい

ます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。キヤノンと地区との関係することですけど、雲雀山地

区に新設された、真っすぐに伸びている道路があります。そこに道路を横断して、雨水を

集積するための側溝があります。トラクターや何台もの車両が通行します。また、深夜も

車両が通行するため、大きな音や振動が発生します。どうにかならないのかという相談が

来ております。一度、手直しをしたみたいですが、音や振動はまだ変わっていないとのこ

とです。建設管理課の担当者は現場を見て、再度検討していただきたいと思います。 

 人口減少は、これから当然進んでいくと思われます。高鍋町の活力を維持していく必要

があるので、人口減少になっても高鍋町の活力を目指した計画を立て、農業、工業、商業

をしっかり支援していかなければならないと思います。高鍋町の未来のために政策をつく

り、計画を実行していくことが大切だと思っております。 

 老瀬浄水場につきましては、以前から老朽化していると聞いております。これまでも老

瀬浄水場の修繕を行っているようです。更新について検討を行ってきていると思いますが、

どのように改築を進めているのか、お伺いします。また、浄水池、配水池も築造から

５０年以上経過しているということであれば、耐震についても不安があるが、この点はど
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うなのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  上下水道課長。 

○上下水道課長（渡部 忠士君）  上下水道課長。お答えをいたします。老瀬浄水場につき

ましてでございますけれども、現在、電気設備や浄水設備など基幹設備の修繕を優先して

行っているところでございます。設備の重要度に応じまして、今年度と来年度の２か年度

に分けまして修繕を行っていくという考えで、現在進めているところでございます。浄水

場と配水池につきましては、昭和４０年代の前半の設計・施工ということでございまして、

耐震については考慮されていない時期の設計でもございますことから、言われております

レベル１、レベル２地震動には対応できていないところでございます。 

 耐震化の重要性については十分認識しているところではございますが、現実問題といた

しましては、現在供用中であるということもございますことから、その改修につきまして

は、長期の断水が必要となるということもございます。そのために耐震補強というのが実

際には不可能というところでございまして、新築で対応せざるを得ないということもござ

いますので、今後、検討を進めてまいります老瀬浄水場の更新計画の中で対応していくこ

とが望ましいというふうに考えているところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。浄水場の更新については、相当な費用と期間が必要に

なることは容易に想像できます。これから人口減少に向けた経営の在り方も併せて考えて

いかなければならないと思います。そうはいっても、今後想定される大規模地震などの考

えと、あまり時間がかかり過ぎるのも、町民としては不安があるところでございます。 

 老瀬浄水場の更新については、町民の生活に関わる重要な施設ですから、期間とスピー

ド感をもって更新計画に取り組んでいただきたいと思います。この質問は、毎年多く発生

する給水管と配水管の老朽化に伴う漏水事故の発生を抑えていくために、配水管の布設替

えを積極的に進めていかなければならないと思います。 

 ここ数年、特に堀の内、下永谷のほうでは布設替え工事が多かったのですが、私も昭和

５０年代当初に、あの地域への配水管布設工事を行っています。あれから４０年以上経過

していますが、当時布設したビニール管の老朽化が始まって、それに対応するために布設

替えを行ったほうがよいのではないか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  上下水道課長。 

○上下水道課長（渡部 忠士君）  上下水道課長。御指摘のとおり、堀の内地区でございま

すとか、下永谷方面につきましては、昭和５３年から５７年にかけての第一次拡張事業に

おける給水区域の拡張に伴いまして、配水管を新たに布設していったものでございます。

昨年度、一昨年度にかけてのその堀の内、下永谷方面での配水管布設替え工事が多かった

理由でございますけれども、そちらの管路での漏水事故が頻発したことから、集中的に布

設替えを行ったというものでございます。 

 配水管に用いられております硬質塩化ビニール管の耐用年数は５０年以上と言われてい
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るんですけれども、実際のところは布設された地質などの影響でございますとか、当時の

布設状況、また管材の製造時の品質管理のばらつきなどによりまして、管体の縦割れでご

ざいますとか、継ぎ手部の破損によります漏水が発生しているところでございます。これ

は配水管に限らず給水管も同様の事例が発生しているというところでございます。 

 このことから、硬質塩化ビニール管の劣化が進行しているとは、一概には申せないわけ

でございますけれども、第一次拡張事業において布設いたしました配水管の一部におきま

して、漏水事故の発生が多い路線があるということもまた事実でございます。そこで、漏

水事故の発生が多い路線につきまして優先的に布設替えを行って、安定的な水道水の供給

に支障をきたさないようにしているというところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。第一次拡張工事では、俵橋地区や鬼ヶ久保地区、染ケ

岡地区、脇地区などに配水管が布設されたと記憶しています。これらの路線についても順

次布設替えを行っていかなければならないと思います。また、当然、耐震を考慮した管種

での布設替えとなっていくのか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  上下水道課長。 

○上下水道課長（渡部 忠士君）  上下水道課長。今、議員の申されたとおりでございます。

今後も事故率の高い管路の布設替えを優先して行ってまいりますけれども、第一次拡張事

業において布設した管路につきましては、年次計画を立てて更新する考えでおります。ま

た、現在、布設替えに限らず行っております新設管につきましても、全て耐震管を用いて

布設しているというところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。浄水場の更新も重要ですが、配水管の更新も重要です。

漏水が発生すると、道路の陥没や漏水処理のための断水、交通規制などで沿線住民の生活

に大きな影響となります。また、これから想定される大規模地震の備えのためにも、耐震

管による布設替えが急がれます。水道水を安心・安全に供給するためにも、老朽管の布設

替えの推進を強く要望いたします。 

 次に、サツマイモ基腐病の感染防止対策として、隣接する畑にも薬剤散布を行ったほう

がいいのではないか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  農業政策課長補佐。 

○農業政策課長補佐（鍋倉 健仁君）  農業政策課長補佐。隣接する畑に薬剤散布を行うこ

とは、感染防止対策として意義のあることだろうと思います。宮崎県発行のサツマイモ基

腐病対策マニュアルでは、予防として約２週間おきに薬剤を根元にしっかりかかるよう散

布するとされております。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。サツマイモ基腐病が発生した畑に薬剤散布をしても、

菌を殺菌することは現状では不可能と思いますが、予防するためには発生する前の畑、あ
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ぜ等に散布して、感染症を防いだほうがいいのではないでしょうか。また、発生が確認さ

れた後の対応では遅いのではないか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  農業政策課長補佐。 

○農業政策課長補佐（鍋倉 健仁君）  農業政策課長補佐。サツマイモ基腐病が発生した圃

場に薬剤散布をしても、菌を完全に殺菌することは難しいとされておりますので、やはり

圃場に菌を持ち込まない対策を行うことが重要であると考えております。また、基腐病が

発生した圃場につきまして、増やさない対策として周辺株を伐根し、速やかに薬剤を散布

することが重要とされております。 

 しかしながら、広範囲に基腐病が発生した畑につきましては、菌を畑に残さない対策と

いたしまして、病害に汚染された大きな残渣は可能な限り場外に持ち出すとともに、持ち

出しが困難な小さな残渣につきましては、地温が高く、土壌水分が確保できる時期に土壌

にすき込む対策を行うこととされております。残渣分解が不十分な場合は、翌年度の作付

けは見合わせることも一つの対策とされております。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。里芋やショウガ等は病原菌防菌のために、畑の移動、

苗床の移動の際に、例として履物の交換、消毒等を行っているが、カンショは現在やって

いないと聞きます。これからは基腐病の感染防止対策として、防菌管理を徹底したほうが

いいのではないか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  農業政策課長補佐。 

○農業政策課長補佐（鍋倉 健仁君）  農業政策課長補佐。県の対策マニュアルでは、靴の

履き替え、または靴底の消毒、発生圃場で使用した敷材を別の圃場で使用する場合の洗浄

など、必要な対策が記してあります。町といたしましても、これまで生産者に対しまして

防除対策事業など、必要な情報提供は行ってきております。基腐病は防除がとても難しい

病害ですので、生産者一人一人の防除対策の徹底がとても重要であると考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。高鍋町燃油等高騰対策緊急支援事業では、Ａ重油、軽

油及び肥料の購入費用に対して補助を行うということですけど、カンショには対象になら

ないと聞いていますが、なぜでしょうか。また、サツマイモ基腐病に関する補助対応が遅

いのではないか、お伺いします。 

○議長（緒方 直樹）  農業政策課長補佐。 

○農業政策課長補佐（鍋倉 健仁君）  農業政策課長補佐。高鍋町燃油等高騰対策緊急支援

事業についてですが、対象につきましては園芸作物の生産農家で、認定農業者、または専

業農家かつ年間の農産物販売額が１００万円以上の農家としております。また、期間につ

きましては、令和３年１０月から令和４年３月の園芸作物生産に使用された肥料等を想定

しておりますので、普通作物であるカンショにつきましては対象としておりません。 

 カンショの補助につきましては、サツマイモ基腐病の感染拡大を受けまして、育苗圃、
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本圃におけるサツマイモ基腐病感染拡大防止に係る国県の支援事業がございます。町の

ホームページにも掲載しておりますが、各生産者には個別に事業の案内も行っております。 

○議長（緒方 直樹）  １２番、春成勇議員。 

○１２番（春成  勇君）  １２番。サツマイモの基腐病は、厄介な問題だと思います。関

係者と連携して、対策をスピードをもってやっていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（緒方 直樹）  これで、春成勇議員の一般質問を終わります。 

 ここでしばらく休憩をしたいと思います。再開は１１時１５分からといたします。 

午前11時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 

○議長（緒方 直樹）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（緒方 直樹）  次に、１５番、後藤正弘議員の質問を許します。１５番、後藤正弘

議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  皆様、こんにちは。後藤正弘です。本日、忙しい中、傍聴席に

来られた方に対し、厚く御礼を申し上げます。自分が生まれ育った町、高鍋町。自然、歴

史、食などの多様な観光資源が狭い町の中にコンパクトにまとまっている町、観光客に対

しての挨拶を欠かさないなど、住民の皆様の人柄の良さが他地域と比べて群を抜いており、

ホスピタリティーという面でもうすばらしい町と私は思います。ソフトという面では、最

高の強みだと思います。 

 自然、観光資源の多さと質も大事ですが、最終的には人が大事だと思います。高鍋町に

行ってみたい、交流してみたい、住んでみたいと思わせることこそがツーリズムの原点で

あります。しかし、現在では残念ながら、個々の観光資源取組がそれぞればらばらになっ

ている印象が強く、点としてそれぞれ存在するが、面、線となっていない面も思うことが

多々あります。 

 集客のターゲットも定まっていないと思います。観光に関する予算もほとんどないとい

うことであり、そのため、観光戦略そのものがまだ不十分な印象を受ける日々ですが、今

後、観光においてのストーリーづくりやブランド戦略、情報発信について早急に取り組ん

でほしいと思います。例えば、時間と金銭面、ゆとりがあり、学習意欲も高く、シニア層

をターゲットとした町全体一つの仮想大学と見立て、歴史、自然、健康、食などを学ぶ

コースをつくるという手法はどうでしょうか。それによって、それぞれ観光資源を連携さ

せて、ストーリー化、体系化することができると考えます。 

 また、飲食店が町の規模に対してかなり多く、全国屈指の焼酎の蔵元を要しながら、ギ

ョウザの町高鍋、そのことがほとんど知られていないのも残念であります。特産品や郷土
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料理を有効活用して、焼酎の町、食の町としてのストーリー、ブランドづくり及び情報発

信もこれから期待したいと思います。また、他町にない公共機関があり、高鍋土木事務所

内児湯農林振興局、高鍋保健所、高鍋税務署、国税庁、宮崎地方法務局、宮崎県東児湯消

防組合消防本部、その他１５か所全て２２か所存在しています。先人がつくり上げてきた

人の思いやり、便利のよいまちづくりが、このことが今後、議員に課せられた布石でない

でしょうか。 

 少し長かったですが、今回の一般質問は、自分にとっては最後の一般質問となります。

感慨無量ですが、頑張ります。 

 それでは、通告に従い、議長の許しを受け、一般質問に入りたいと思います。質問事項

について。１、町長施政方針について。町長施政方針の中で、今、新型コロナウイルス感

染が地域経済にすごい勢いでまん延しているが、そのような中で町長の任期もあと残すと

ころ約２年と数か月となり、高鍋町長として当選された後にコロナウイルス感染対策も網

羅され、つくられた施政方針について、１０項目についての達成すべき目標について伺い、

同様に、短期・中期・長期に分けられ、進められてきた施政方針の現時点での進捗度を伺

います。また、詳細の中で気になる点については議席より質問いたします。 

 次の質問事項２、ヤンバルトサカヤスデまん延防止について。町営住宅火災後について、

４、ごみ問題について、５、交通問題について、６、国県への要望について、それぞれの

質問の要旨については発言者席よりお聞きしたいと思います。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。お答えいたします。施政方針における１０項目の達成すべ

き目標の進捗につきましてですが、現時点ということでお答えいたします。農畜産業支援

につきましては、５月に特定非営利活動法人宮崎有機農業協会の設立総会を開催し、有機

ＪＡＳ登録認証団体の立ち上げに向け、準備を行っているところでございます。 

 商工業支援、企業誘致及び観光促進につきましては、官民連携により駅前ロータリーの

整備や蚊口海浜公園周辺の民間遊休施設の再生が進んでいるところでございます。また

８月に、上杉鷹山公ＮＨＫ大河ドラマ化高鍋町推進協議会の設立総会を開きました。今後、

姉妹都市である米沢市及び朝倉市とともに要望活動等を行い、ＮＨＫ大河ドラマ化への機

運が高まることを期待しております。 

 高齢者、子育て、福祉の充実につきましては、７月に健康に関する正しい知識などを身

近な人に伝える健康アンバサダーの養成講座を開催いたしました。今後も引き続きスマー

トウェルネスシティーの実現に向けた取組を進めていくこととしております。 

 教育支援、文教の町の再生につきましては、８月に明倫堂の教えを作成し、全戸配布を

させていただきました。今後、小中学校の教材としても活用していくことで、ふるさと教

育の推進と住んでいる町に誇りを持つために重要な、シビックプライドの醸成を図ってい

きたいと考えております。 

 社会教育の推進につきましては、柿原政一郎記念高鍋図書館におきまして、６月から毎
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月１回蔵見学ツアーを開催しております。保管している木箱や古文書に触れ、親しんでい

ただくことにより、古文書だけではなく、柿原政一郎記念高鍋図書館の歴史や明倫堂書庫、

毅堂書庫などへの理解を深めるきっかけにしていただければと考えております。 

 また今月９月１０日には観光協会の御協力により、郷土史家岩切昭一氏の書簡集を出版

することになります。今後は高鍋歴史文庫として町内の歴史家の方々の本も出版してまい

ることになります。今後の高鍋町の歴史の伝承に役立つ資料となることを考えているとこ

ろです。 

 防災、環境整備、美しい高鍋づくりにつきましては、宮越排水機場整備促進期成同盟会

の飯干館長をはじめ、地域住民の皆様及び国土交通省宮崎河川国道事務所様の御尽力によ

り、長年の悲願でありました宮越排水機場が９月１日に暫定運用を開始いたしました。今

後、将来にわたりまして、町民の皆様の安心・安全に大いに寄与するものと期待しており

ます。 

 人口増加、移住・定住支援につきましては、昨年度開設いたしました空き家バンクが本

格稼働し、徐々にではありますが、物件登録が増えてきております。今後も空き家バンク

をさらに充実させ、移住・定住の促進や地域の活性化を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 役場の活性化の推進につきましては、講師を招いての講演型の形式での職員勉強会の開

催、さらに今年度も昨年に引き続き、若手職員が自主研究グループを立ち上げ、積極的に

活動しております。私も活動成果等の報告を楽しみにしているところでございます。この

ような取組の積み重ねが、職員の皆様の資質の向上につながると考えているところです。 

 以上が現在の主な進捗でございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いてい

る状況ではありますが、今後もやるべきことを迅速、かつ確実に推し進めてまいりたいと

考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。それでは、詳細の中のまた詳細ということになるんで

すが、その中でちょっと聞きたいことが、高鍋駅舎周辺及び蚊口浜公園の整備促進につい

てって書いてあるんですが、ちょっとピンとこない部分があり、グラウンドデザインにし

ていただけるともっとよいのではないかなと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。高鍋駅舎及び蚊口海浜公園周辺の整備に

関しましては、町だけではなく観光協会や民間企業など多様な主体による個別施設の計画

のほうが検討されており、現時点ではそれぞれの計画が工事期間等もまちまちでございま

すことから、実施主体間での構想の共有が必要になっている状況でございます。 

 先般、関係者が集まりまして、個別計画の共有を図ったところではございますが、今後、

細かな変更等も見込まれているというところでございましたので、引き続き必要に応じて

協議の場を設けることで確認をしたところでございます。御提案の内容につきましては、
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民間事業者等による整備計画の進捗把握に努めながら検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。次に、高鍋城址舞鶴公園の整備の促進についてとも書

かれていて、先ほど町長のほうもＮＨＫ大河ドラマ推進協議会を発足されたということで

したので、今後、舞鶴公園も少しずつドラマの拠点として活用される楽しみがあると思い

ますが、他県と比べて負けないような環境整備はこれから行われていくのでしょうか。お

聞きします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。現在、社会資本整備総合交付金で舞鶴公

園の老朽化施設改修工事といたしまして、昨年度、案内看板の改修、照明灯の改修を行っ

たところでございます。今年度、維持管理のための園路改修等を行います。また展望のた

めの木の伐採等も予定しておるところでございます。今後も町民の憩いの場となり、観光

客が増えるように舞鶴公園の整備を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。次に、持田古墳群、高鍋大師、花守山の整備促進につ

いて、ということがうたってあったんですが、持田古墳群は現在、日本遺産になり、山の

神塚付近でのにぎわいも多くなってきていますが、年２回の草刈り及び神事も開かれ、住

民のボランティアで四季折々の花も咲いています。しかしながら、駐車場、トイレ施設が

ないため、路上駐車、男性は放尿と、古墳見学にもままならない、このようなことであり

ます。このような解決策はあるのかをお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。持田古墳群は、昭和３６年に国の史跡として指定を受け、

地域住民をはじめとする多くの方々の御協力により現在まで守り継がれてきた貴重な文化

財でございます。この貴重な古墳群を保存し、多くの方々に公開すべく、平成１３年度に

持田古墳群整備計画書を策定し、平成１４年度から１８年度の５年間にわたり、整備の基

本となる古墳群の確認調査を行ってまいりました。 

 この整備計画書の中では、駐車場やトイレなどの施設をはじめ、持田古墳群のガイダン

ス施設の建設など、持田古墳群について分かりやすく解説するとともに、古墳群を散策し

やすい環境の整備を行うことを定めておりますが、町の財政状況や開発事業への対応の急

増に伴う人員不足などの理由により、平成１９年度、国県と協議し、計画に基づく事業の

推進を当面の間見送ることとなり、現在に至っております。 

 しかし、令和３年度に持田古墳群や高鍋大師が日本遺産に認定され、来訪者の増加も見

込まれることから、古墳群周辺の環境整備の必要性が高まっていることは事実でございま

す。計画の再開ができないまま１５年以上が経過いたしましたが、その間、花守山の整備

や東光寺・鬼ヶ久保線の道路改良工事が進むなど、計画策定時の状況とは大きく変化して
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おります。 

 今後は、道路改良事業の完了に合わせて、施設整備を含めた計画の改定を進めてまいる

予定でございますが、これまでの間は花守山の駐車場やトイレの利用の周知に努めてまい

りたいと考えているところです。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  それでは整備促進にこれからまた始まるということで、町長か

らはお聞きしましたので、安心しました。 

 次に、２番、ヤンバルトサカヤスデまん延防止についてで、それではヤンバルトサカヤ

スデに関する研究について、伺います。経緯、共同研究会概要、各関係機関の役割、忌避

剤とは、これからの目標をお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  町民生活課長。 

○町民生活課長（鳥取 和弘君）  町民生活課長。まず経緯についてでございますけれども、

国立大学法人宮崎大学では、過去に宮崎県木材利用技術センターと共同でゴキブリやナメ

クジなどの害虫に関する研究を行ったことがあり、それを応用できる可能性があったこと

から、当課職員のほうが大学にヤンバルトサカヤスデについて相談を行ったことがきっか

けでございます。 

 次に、共同研究の概要でございますけれども、不快害虫ヤンバルトサカヤスデに関しま

す忌避剤の研究及び開発でございます。各関係機関の役割につきましては、高鍋町が町内

における実地実験、データの取りまとめ、大学のほうが試験装置の開発や実地試験におけ

る技術支援、センターのほうが屋内試験データの取りまとめ、試験方法考察となっており

ます。 

 忌避剤とはどういったものなのか、についてでございますけれども、現在、使用してお

ります駆除剤につきましては誘因作用があり、おびき寄せて駆除するものでありますので、

家の周囲に散布いたしますと、ヤスデが寄ってくるといったデメリットとともに、その後

に大量の死骸処理の手間等の課題がございました。今回、研究を行います忌避剤につきま

しては、殺虫ではなく寄せつけないことを目的としておりますので、死骸処理の手間はも

ちろんのこと、ヤスデ自体を見ずに済むといったことが大きなメリットでございます。 

 最後に、今後の目標についてでございますけれども、家屋周辺にヤスデを侵入させない

ための忌避剤の利用と合わせまして、生活圏外の道路際等で駆除剤を散布するといった使

い分けを行うことによりまして、住民の方々が不快害虫と直接向き合わずに済む生活がで

きるようになればと考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。季節も９月に入り、またそろそろヤンバルトサカヤス

デも目を覚まし、姿を現す時期となり、個々の家庭内での不安感は否めませんが、多大な

町の協力により薬剤の配付等の支給により、住民感情は少しではありますが、和らいでき
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ています。また、このような忌避剤の研究が進められ、家の中へのヤンバルトサカヤスデ

の侵入が防げることであれば、苦節１０年来の希望として光が差しつつあると思います。 

 研究が成功するまでには、まだまだ期間が必要だと思いますが、早急に開発していただ

きたいと思います。ヤンバルトサカヤスデまん延地域を拡大させてはいけないと思う気持

ちは、絶対にこれからも町長をはじめ担当課長には継続していただきたいと思います。 

 今まで言われている、言われないと分からないヤンバルトサカヤスデが出れば連絡をし、

駆除をしてもらう、そんな中開発された忌避剤は住民に対して希望でもあり、町自体が一

歩先を見ている希望のあかしだとも考えております。毎日、深夜、夕方、早朝、現在の薬

剤をまき、早朝出勤する前に早起きし、犬走を死んだ何千や何万匹のヤンバルトサカヤス

デの死骸を清掃する、そのような時間があれば、これからは住民の皆様がほかのことに時

間がつくれ、安心な生活ができる世の中を願って、次の質問に移ります。 

 ３番、町営住宅火災後について、改修工事委託設計については、議会承認は得られてい

るが、現在の状況と今後の対策をお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。１月と３月に火災が発生しまして、現在、

設計改修業務委託を発注する準備を行っており、９月末の入札にかける予定でございます。

設計に最低４か月ほどかかるということで、来年度、住宅改修発注工事を発注しまして、

来年度内の完成を目指しております。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。火災が起き、そのことで火災を出していない住民が被

害を被る事例はあったのか、お伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。１月に発生しました舞鶴団地の火災にお

きましては、火元が４階であったため、消火活動の際の水が３階、２階の住宅へ流れたた

めに、家財等が使えなくなるなどの被害がございました。また３月に発生しました小丸団

地の火災につきましては、火元が１階であったため、上階の、上の階の窓ガラスが割れる

などの被害が発生しておるところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。被害を被った住民に対してどのような処置を行ったの

かをお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。被害に遭われた入居者に対しましては、

家賃の減免等の対応を取らせていただいたところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。先ほど、小丸で１階が火災になり、上階、ガラスが割

れたっていうガラスの対処はもうされているんですか。窓ガラス。 
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○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。ガラスの対応はもう終わっております。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。その処置に対して住民の不服申立てはなかったのか、

お伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。火災直後は補償等の要望がございました

が、家賃の減免等の対応や別の町営団地への移転希望などに個別に対応したところであり

まして、その後の不服申立て等はございません。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。次に、火災が起き、実際、数か月が過ぎていて、迅速

に工事を行うまで何日間の事務的作業を必要とするのか、お伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。今回の火災は、火元以外の住居にも被害

が拡大しておりますので、改修工事をするためには設計が必要となっております。改修工

事完了までに時間を要しますが、何日間というのは今お答えできませんが、火災保険を請

求するため、火災発生から遅くとも３年以内に全ての事務作業が完了する必要がございま

す。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。私も今初めて３年以内っていうことを聞きましたので、

住まわれている方が安心するような形での迅速な対応っていうのは必要かなと思っており

ます。 

 次に、工事着手後、数か月はかかると思いますが、この間、住民に対してどのような対

策を講じるのかをお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。改修工事が必要な住宅を火元を含めて

７戸ございますが、全てのこの７戸の全ての住民の転居を終わっておりますので、改修時

点へは特に影響はないものと考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。被害を被った住民に対して部屋等の修理対策はどのよ

うなことを行ったのかを、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。先ほども申しましたが、窓ガラスの修理、

それから壁の汚れ、焦げ等の洗浄などを行っております。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。今後、火災が起きた後の迅速な改修工事ができないか
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っていうことで、マニュアルづくりが必要と思うが、そのことに対してはどう思われるか、

お伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  建設管理課長。 

○建設管理課長（吉田 聖彦君）  建設管理課長。今後、火災が発生した場合、火災の規模

等にもよりますが、迅速に改修工事等ができるように、今回の事務作業等をまとめまして、

マニュアルの作成について検討してまいりたいと考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。これは少し私の実体験なんですが、住宅火災について

は私自身も地域住民の家が火災になったことにより、リアルに初経験をしたばかりですが、

このときに思ったことは、まず火災が発生したら１１９番通報、消防車が到着するまでに

何もできないので、近隣に住んでいる住民の避難を最優先とし、安全な場所まで誘導。中

に住民が取り残されていないかを確認し、コンロ用ガスボンベ等の爆発音などをそのとき

聞いたのですが、駆けつけてきた消防団の職員にそのことを詳細に報告し、鎮火するまで

の間、第一発見者ということで警察職員に２時間ばかりの事情聴取を聞かれました。 

 内容としては火災を発見した時間と、なぜここにいるのかの経緯、消防に通報した時間、

最初の煙の色、火災を起こした近隣住民の関係、不審者は見なかったかの確認など、最後

に私が言ったことの再度確認、調書を取られ、印鑑がないので、左手人差し指で黒の朱肉

にて捺印しました。また、同じことを消防職員にも聞かれ、そのとおりのことを話しまし

た。そして、火災は鎮火し、そのときに周りを見て初めて気づいたのですが、東児湯消防

署、地元消防団をはじめ、各消防団が来てくれたのを、また町長をはじめ総務課、福祉課、

地元公民館長をはじめ、住民などの方たちが来ていたのを気づきました。改めて御礼を申

し上げます。 

 その日、警察や東児湯消防職員のおかげで、コンセントによる漏電火災と判明し、やっ

と肩の荷が取れました。その日に社会福祉協議会より火災を起こした住民のところへ毛布、

御飯類、飲み物、マスク、ティッシュが運ばれ、困らないよう何でも言ってくださいとい

うことのひと言を言っていただきました。また、そのときは地区公民館長、福祉課の計ら

いで公民館を借り、寝泊りができるように助けていただきました。現在は建設管理課へ相

談し、舞鶴町営アパートに引っ越し、再起すべく頑張っていただけているところです。好

意に甘んずることなく、次のステップになるよう頑張らせなくてはならないと思った次第

でした。当時はいろいろとありがとうございました。 

 次に４番、ごみ問題についてですが、家庭用ごみをどのくらい量が出ているのかを伺い

ます。燃やせるごみ、資源ごみ、燃やせないごみ、粗大ごみについて、それぞれどのくら

いの量なのか、また西都児湯管内において高鍋町は多いほうなのかをお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  町民生活課長。 

○町民生活課長（鳥取 和弘君）  町民生活課長。令和３年度のごみ量でお答えいたします

と、家庭から排出されるごみ、いわゆる家庭系一般廃棄物につきましては、燃やせるごみ
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が３,３７７トン、資源ごみと燃やせないごみを合わせまして７１６トン、粗大ごみが

１４６トンでございました。西都児湯管内で人口規模が違いますので、一概にごみ総量で

の比較は難しいものがございますけれども、人口１人当たりのごみ量に換算いたしますと、

高鍋町は２７２.１キログラムとなりまして、新富町に続きまして管内で２番目となりま

す。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。次に、不法投棄の状況についてをお伺いいたします。

どのような不法投棄がどのくらい行われているのか、またどのようなものが捨てられてい

るのかをお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  町民生活課長。 

○町民生活課長（鳥取 和弘君）  町民生活課長。不法投棄につきましては、職員による啓

発や注意喚起を行っているところではございますけれども、令和３年度に相談、連絡を受

けたものは人目につかない山中での不法投棄や指定されたステーション以外でのごみ出し

など様々でございまして、計３６件ございました。廃棄物の内容につきましては、生ごみ

から大型家電まで多岐にわたりまして、最大で軽トラック約４台分の量がございました。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。それでは、そういったごみを減らす対策をこれからど

のように考えているのか、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  町民生活課長。 

○町民生活課長（鳥取 和弘君）  町民生活課長。ごみの排出抑制やリサイクル推進につき

ましては、町の広報誌やホームページ、ごみ分別カレンダーや出し方豆辞典などでＰＲし

ながら、町民への啓発に取り組んでいるところではございます。今後も引き続きまして、

関係機関と連携し、ごみの減量化に向けました活動を推進するとともに、不法投棄に関す

る啓発やごみ分別等についても併せて周知を行ってまいると考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。以前、私の地区でも不法投棄の実例があり、不法投棄

ごみを回収した後、看板などを設置していただき、現在は少なくなっておりますが、また

近隣住民との話合い、よく話合い、よく捨てられていた場所には草刈りなどをし、常に人

の気配を忍ばせながら、現在もそのようなことを継続しております。報告いたします。 

 次に５番、交通問題についてですが、最近は本町でも他町でも交通死亡事故が多いです

が、警察や関係機関との連携はどうなっているのかをお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  総務課長。警察や関係機関との連携についてでございますけ
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れども、特に交通死亡事故が発生した場合等につきましては、警察や関係機関立会いの下、

事故後に速やかに事故現場検討会を開催し、再発防止に向けた対策を講じているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。ついでなんですが、最近では老人が横断歩道のない道

路を渡り、での接触事故や車とバイクの接触事故、携帯をしていての事故などの事故が多

発していますが、分かれば本町で起きている過去５年間から現在までの事故発生とどのよ

うな対処を行ってきたのかをお伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  総務課長。本町における過去５年間の事故発生件数でござい

ますが、平成３０年１５０件、死者４名、負傷者１６２名、令和元年１３７件、死者２名、

負傷者１６３名、令和２年９３件、死者２名、負傷者１０９名、令和３年１０６件、死者

ゼロ、負傷者１３９名、令和４年７月末時点での数字でございますが４３件、死者ゼロ、

負傷者５２名となっております。 

 どのような対処を行ってきたのかにつきましては、先ほど申し上げた事故現場検討会の

開催、それから見通しが悪い場所につきましては、枝を落としたり等の対策を行っている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。毎年こう見たら、減ってきているということで、対策

がしっかりなされてきているんだなと思っております。また、それでは最近では若者の暴

走行為が多少あるように感じますが、特にバイクの騒音が目立つようになってきていると

思われることについて、お伺いいたします。 

○議長（緒方 直樹）  総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  総務課長。町でも若者の暴走行為の事実は把握をしておりま

す。発生地域にお住いの方々の不安解消、それから交通安全等の観点から警察署に対しま

して地域の巡回や違反行為の取り締まりの強化を依頼しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。今後の注意啓発活動について、何かあればお願いいた

します。 

○議長（緒方 直樹）  総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  総務課長。今後の注意啓発活動につきましては、春、秋の全

国交通安全運動や飲酒運転根絶運動など年間を通じまして警察、交通安全協会等との関係

機関と連携いたしまして、引き続き交通マナーの大切さを訴えてまいりたいと考えており
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ます。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。８月に９地区から牛牧、南牛牧、中尾、市の山、小並、

またそれに関連するやまばと保育園やうからの里、鈴山荘、高鍋警察署に対して信号機設

置要望に係る署名が１,１４５名分を提出されたっていうことをお聞きしましたので、交

通事故のない道路にしたいがための思いと取組と思っていますので、後押しのほうを町長

をはじめ執行機関の皆様にお願いいたします。 

 ６番、国県への要望について。要望書は重要で、切実な問題を国県へ要望していますが、

喫緊の問題はどのようなものか伺い、コロナウイルスがまん延し、３年ほど国への陳情が

行けてないとも思われます。その間、要望書の対処方法はどのように行ったのか、お聞き

いたします。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。国県への要望についてでございますが、国全体に関わる喫

緊の課題である新型コロナウイルス感染症対応につきましては、町村会として感染症対策、

経済対策について、その都度要望を行っております。また政府の予算編成施策につきまし

ても、町村会として要望を行っているところでございます。高鍋町単独の要望事項につき

ましては、毎年議会とも協議を行いながら、関係省庁に要望を行っております。本年度は

国道１０号線の４車線化、片側２車線、及び一級河川小丸川に架設されている竹鳩橋の架

け替えについて、要望を行う予定でございます。 

 そのほか、竹鳩橋や宮越排水機場の設置など個別事項につきましては、防衛省や国土交

通省、宮崎県選出国会議員などに対して随時要望を行っているところでございます。今後、

高鍋町在住の県議会議員が加わっていただけると、大変心強いと考えておるところでござ

います。 

○議長（緒方 直樹）  １５番、後藤正弘議員。 

○１５番（後藤 正弘君）  １５番。これまで私と関わり合った住民の皆様、後輩議員や同

僚議員、そして先輩議員、町長や副町長、当局執行部の皆様、職員の皆様、まだまだ今月

２１日までは議会は続きますが、一般質問については２０２２年９月７日をもって、無事

終了することができました。私の一般質問は無事終了することができました。これもひと

えに皆様のおかげだと感謝しております。ありがとうございます。それでは、これで後藤

正弘、最後の一般質問を終わります。 

○議長（緒方 直樹）  これで、後藤正弘議員の一般質問を終わります。 

 ここでしばらく休憩に入りたいと思います。再開を１時１５分からといたします。 

午前11時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時15分再開 
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○議長（緒方 直樹）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（緒方 直樹）  次に、１番、田中義基議員の質問を許します。１番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  こんにちは。１番の田中義基でございます。皆さんは、今朝の空

を見上げられた方、いらっしゃいますでしょうか。台風一過とはよく言ったもので、厚い

雲、暑い空気、全部吹き払いまして、空いっぱいに秋の雲が広がっておりました。ついで

にコロナの災いまで吹き飛ばしてくれればいいなと思ったんですが、残念ながらいまだに

新型コロナウイルス第７波の感染状況は落ち着きを見せておりません。小学校では１学年

が閉鎖になったということを聞いております、今日から。まだまだ通常の社会生活に完全

に戻るためには時間が必要だと思われますが、傍聴においでいただいている方々も含めて、

皆さんしばらくは注意した生活を続けてまいりましょう。 

 今回、質問させていただくのは、大きく２点、臨時議会を除けば、現在の議員構成での

定例議会は今回が最後になります。１２月以降は新しい議員体制による議会での審議が始

まりますので、この最後の議会での一般質問のトリを務めさせてもらえるのは、本当にあ

りがたいことです。 

 それでは、まず企業立地奨励条例の内容とその運用についてですが、これまでの議会に

おきまして、何名もの議員の方が関連する事項の質疑、質問を行われ、それに対してそれ

ぞれ答弁されてこられましたので、以前にも答えたことでもあるし、それと同様のお答え

になるかもしれないがとお思いでしょうが、私自身の考えの再確認のためにも、改めてこ

の企業立地奨励条例の内容と運用に関して、もう一度原点に立たせてもらっての質問をさ

せてもらいます。 

 この高鍋町企業立地奨励条例、その目的条項には、「町内への企業の立地を促進するた

め、工場等を設置する者に対して奨励措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会

の拡大を図り、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。」とあります。要するに、

この条例、思い込みだと思われるかもしれませんが、あくまでも新たな雇用の場を確保す

るために、町外からの企業を誘致して奨励する措置の規定だと理解してしまいます。 

 そこでお尋ねです。まず１でございます。企業誘致推進のための施策は、これまでどお

りこの条例を基本と位置づけて、今後も継続されていかれるのか。また、②です。町長は

どのようなビジョンを持たれて、企業誘致を推進していこうとされているのか、改めてに

なりますが、お伺いします。そして、③そもそもこの条例の奨励制度の内容は、そのビジ

ョン実現のための材料として適合したものと判断されておられるのか、以上、お伺いして

おきます。 

 この質問事項のそのほかの項目４、５と大きい２番、これまでの質問案件のその後の進

展についての１番から４番につきましては、発言者席からお尋ねいたします。 

 以上、答弁をお願いいたします。 
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○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。お答えいたします。まず、企業誘致推進のための施策につ

いてでございますが、これまでどおり高鍋町企業立地奨励条例を基本とし、各種の奨励措

置を行うことで、企業立地の推進を図ってまいりたいと考えております。企業誘致推進の

ビジョンにつきましては、企業誘致は高鍋総合計画に示されているように、活気があふれ

る、生き生きと働ける町を実現していくために重要な施策と位置づけております。 

 また高鍋町総合戦略でも、仕事をつくる、働くことへの希望を実現させることを目標に、

仕事の創出を図ることとしております。ビジョン実現のためには、本奨励制度は不可欠な

ものと考えております。また、ビジョンとしましては、日本は産業立国の国であり、企業

の納税、企業の雇用から生まれる納税で国や地域は成り立っています。地方の自治体にと

りましても、産業振興は極めて重要な取組になります。教育、医療福祉は国の制度下にあ

り、他の自治体と基本的に制度上はそれほど大きな差は生まれません。 

 しかし、地域の産業振興は自治体の裁量に任されています。産業振興は住民の豊かさと

幸せを生む雇用の場をつくります。産業振興の差で自治体の勢い、自治体の豊かさ、自治

体の差が生まれます。産業振興は積み重ねであり、長年にわたれば大きな差を生みます。

逆に、産業振興を怠れば、自治体は疲弊してしまうことになります。企業誘致を含む産業

振興は転ばぬ先のつえであり、常に怠るわけにはいかない重要な事業です。 

 私が町長に就任するまでの高鍋町は、平成２年の株式会社ハタダ・インターナショナ

ル・テキスタイルの企業誘致以来、３０年間で町外から誘致できた企業は、平成２５年の

特殊医療機器技術の株式会社ユニフローズ様だけです。株式会社ハタダ・インターナショ

ナル・テキスタイル様跡の工場に、平成２７年にサンプラス株式会社様が来られています

が、サンプラス株式会社様は就労継続支援Ａ型事業所です。企業というには特殊な施設で

ございます。 

 振り返れば、例年にわたり産業振興には遅れを取っていたことになります。株式会社ユ

ニフローズ様とサンプラス株式会社様は、幸いにも企業のほうから高鍋町に来てくれた事

例です。企業誘致は、企業誘致の制度さえつくれば企業が来てくれるわけではありません。

企業誘致は事務的な手続きをすることでもありません。また、補助金を出すことでもあり

ません。それは、二次的な作業に過ぎないと考えます。 

 企業誘致は、情報を収集し、可能性を探り、機会をつくり、チャンスを生かし、積極的

な営業活動で高鍋町をアピールすることによって可能になり、実現します。南九州大学跡

地の宮崎キヤノン株式会社様も、ＩＴ企業のエイムネクスト株式会社様も、道の駅機能を

持った株式会社デイリーマームママンマルシェたかなべ様も、南薩食鳥株式会社様も、株

式会社メモリード宮崎様の温泉への誘致も、日向利久庵様も、全て向こうから来た企業で

はありません。積極的な情報収集と営業活動により誘致して来ていただいた企業です。 

 現在、調整中のＴＭＲセンターも、積極的な努力をして、誘致へと推進しているところ

であります。積極的な誘致活動で欠かせないのは、どのような企業誘致奨励条例があり、
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どのような奨励措置等が提案できるかです。高鍋町は周辺市町村と比べ、条件が優れてい

るような奨励措置を持っているわけではありませんので、苦心、工夫のいるところです。

本年、近くになります１１月１１日と１２日にエイムネクスト株式会社、清社長様がＩＴ

系の企業十数社を高鍋町にお招きいただき、ＬＰＷＡによるデータ通信ネットワーク実験

実証をする企業を誘致する会議を開かれます。私はそこで話をするようにと申しつかって

おります。 

 内容は、もちろん高鍋町の魅力と、高鍋町が誘致企業をどれだけ後押しできるか、他の

町より企業誘致に積極的であるかという話をすることになります。高鍋町に立地を検討す

る企業にとって、メリットがあるということを話さなければなりません。自治体の裁量の

範囲において、産業振興には企業誘致条例は欠かすことのできない条例です。全国どこの

自治体も企業誘致に取り組む制度は必ずあります。 

 また、条例にあります企業誘致の業種選定の件ですが、高鍋町の企業立地奨励条例には、

観光施設という定義があります。この観光施設という定義は、時代の変化、消費者ニーズ

の変化により、進化、変化していく産業構造の中で、新規の事業を受け入れる許容力と受

け入れる幅を持ち、極めて有効です。観光とは、国の光、優れたものを見るという中国の

言葉が語源です。現在では、名所・旧跡を見て回るという旧来の観光の概念からすると、

見る、聞く、味わう、体験する、感じる、表現する、あるいは学ぶ、などという多種多様

な要素が含まれています。 

 食、あるいは地場産品、あるいは医療、スポーツ、癒し、芸術、教育、工場等々、多種

多様に観光の枠は広がっており、その分、観光業、観光施設という業種選定による枠組み

は、多様化する企業誘致の業種選定において幅を広げることも可能であり、許容力あり、

柔軟で極めて有効に機能します。 

 飽食の時代と言われて久しく、飲食、食は今最も大きな人を呼ぶ観光資源、観光業、観

光施設であることは明白な事実であり、そこをあえて細かく分類してしまっては、逆に多

様性を拒み、混乱を招くことになり、今後の飲食業の発展を阻害することになります。大

事なのは、観光業、観光施設の枠組みの内容をどう捉えるかです。今変えるべきは、一つ

目に企業立地奨励審議会であると考えます。 

 審議会には、豊富な経験を有する優秀な経営者、また大学の経営学教授など、学識経験

者等、時代の変化に対応した見識を持った審議員が加わることが必要であると考えます。

また二つ目に、企業立地奨励条例措置の適用を受けた企業は、施設の建設等において地場

企業との連携、もしくは競合することを促すような規定も必要なことであると考えます。

企業立地奨励条例措置の適用を受けた企業は、他の自治体の業者と連携することは避ける

必要があるのです。 

 年間の固定資産課税免除に関しては、企業は土地、建物、機械設備を所有している限り、

固定資産税を払い続けます。企業の経営が永続的に行われる期間と比較すると、３年間は

一瞬にすぎません。企業は成長発展するからこそ設備投資をします。産業振興を図る自治
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体は、その後押しをする誠意を示すのは当然なことと考えます。設備投資があった後、新

製品の開発、さらには成長雇用が生まれる。雇用は設備投資の後に生まれる、その視点に

立った雇用条件なしでの１,０００万円以上の設備投資に対して、３年間の固定資産税免

除を実施する条件は平成２７年、今から７年前に企業立地誘致の申請が全くないために、

あえて設けられた条例であり、議会で御承認を受けておられます。 

 多くの零細中小企業へやる気と勇気をもたらす制度になったと考えます。企業の設備投

資を支援するのが企業立地奨励の目的の一つであり、固定資産税の課税免除措置に目先の

判断で軽々に条件を付すなど、あり得ないことだと考えている次第であります。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。もう質問終わりますと言いたいぐらいに、登壇をされての

答弁にしてはえらくビジョンに関して特に長く答弁いただきましたけども、結構多岐にわ

たる問題の答弁を頂きましたので、どこにどういう形で突っ込んでいいのかっていうか、

正直その後段のほうのお話っていうのは、私の質問の内容の中身まで含まれた答弁をされ

ておりますんで、あとの質問をどうしようかなとふっと思ったりしたところでございまし

た。 

 いずれにしても、今まで答弁されてきた、これまで議会で話されてきたことのお考えを

踏まえておられたもので、一貫したものと、それは当然だろうと思いますが、それを受け

止めまして、早速この条例、本題に進めさせてもらいます。この条例の内容と運用に関す

る質問を続けさせてもらいます。 

 今日は議員４年の任期の最後ですので、自身の思いと意見の確認の意味を込めまして、

述べさせてもらいますが、まとまりがちょっと浅く、少々長くなるかもしれません。陳腐

な考察だとお思いになるかもしれませんが、聞き取りの際に質問趣旨をお渡しております

んで、それを見ていただいて、もちろんそのための先ほどの答弁かもしれませんが、判断

の上であえて述べさせてもらいますので、御了承いただければありがたいです。 

 これまでの議会での、この条例に関する議員の方のいろんな思いやお考えを伺い、そし

て議場でのやり取りから、対象となる立地の解釈という問題と、奨励措置の一つの課税免

除の内容の問題、この二つが見えてくるんじゃないかと思います。後者については、私の

雇用の場を設けるための施策として、免除条件に雇用者数は必要だという思いは変わりま

せんので、あえて述べません。条例の内容とのからみは多少混在した発言をしてしまいそ

うですけれども、ここは前者の立地の解釈という問題について考えてみたいと思います。 

 先ほども申しましたが、条例目的の冒頭に、町内への企業の立地とあります。まずその

奨励対象となる事業者、企業の立地の判断に、今、三つの運用の解釈がされているんじゃ

ないかと思います。その一つ目は、これはもう純粋に町外、よそからですね、町内へ新し

く企業が誘致されること。平成元年にこの条例が制定された当初は、奨励内容は課税免除

だけでしたけれども、町外から何とかして企業を誘致したいという思いから、この解釈運

用での条例制定がされたものだったと思っています。本来は、この解釈で運用されるべき
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で、現在の条例でも素直に読み込めば、その目的に沿った奨励対象の立地と、そう解釈で

きます。 

 次、二つ目ですけれども、これまでに誘致されてきた企業、また平成元年の当初条例制

定以前に、町内で起業されていた、起こされていた企業も立地対象と見ること。一旦、誘

致企業と認定されれば、条件が整えば継続して何度でも対象とできるという解釈です。こ

れについても、現条例の、先ほどありました工場等の新設・増設、この定義に当てはめれ

ば、その解釈でいってしまうのは致し方ないでしょう。 

 三つ目ですが、これはなかなか読みづらいんですが、最近答弁等に聞こえ始めた飲食

業・小売店等が業態を変更して、工場に該当するようになった場合は立地対象とすること。

これは既に数店の飲食店、小売業店、商店等が製造工場を設置することで立地とみなし、

この条例の奨励措置を適用させている事例もございますよね。ごくごく最近のことですが。 

 以上、三つの解釈があります。その三つのうちのまず二つ目についてなんですけれども、

その後段のほう、既に町内で起業されていた企業も対象とするというやつ、この解釈の根

拠について、３月議会でのどなたかの一般質問への答弁に、奨励措置のうちの固定資産税

課税免除の措置が、特別な幾つかの企業、これまで町産業の振興と発展に寄与してこられ

た企業、そこへの感謝とお礼の優遇措置の免除の意図も含まれるとのニュアンスで語られ

ていたように思います。 

 これはちょっとまずいんじゃないでしょうか。私は、平成２１年当時、現職のときに税

務課に在籍しておりました。そのときのこの条例の改正では、現在の日向市と門川町、こ

こにあります条例と同様に、首長、町長が認めれば、条件以下、またはどちらかが整って

いなくても奨励措置が認められるという特例条項を規定しています。これだと、奨励条件

から外れる幾つかの事業者も、固定資産税課税免除の奨励措置に該当することになってし

まうんで、担当課に聞き取りをしたことがあります。 

 何でこんな条項を入れることになったのかと。それに対して、本来ならそのような条項

を入れることは適切でないという国からの通知が来ていることは承知だが、外部からこれ

まで免除されていた事業所が該当にならなくなってしまうとまずいからとの、上からの指

示があったと教えてくれました。 

 そういった企業への配慮が今でも、それこそ継続されているんだなという思いを今持っ

ているところです。当然、２７年の改正でその不適切な特例条項を改められましたけれど

も、奨励条件のハードルも大幅に引き下げられて、課税免除の雇用人数条件もなくなって

しまいましたので、それはそれで継続されていることに違いないと思います。 

 その配慮されている事業者、確かに貢献度は高いことは承知しております。おっしゃっ

たように。ただ、その貢献に報いるための目的で、この条例を適用させるのは無謀で、無

理があるとしか思えません。報いるべきと考えられるんだったら、例えば立地企業褒章の

制度とか、貢献企業優遇の制度とか、これらの制度を制定して対応すべきなんじゃないか

と思っています。 
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 次に、戻りますが、お忘れかもしれませんが、三つ目についてなんですけれども、業態

変更業者のことですけれども、確かに町内の飲食店・小売業等が、いわゆる業態を変えて

新たな工場等を設置することが町内の企業立地だと言われればそうなるんでしょう。業態

変更の意味はちょっとよく分からないままなんですけれども。以前、町長が言われたよう

に、この飲食店・小売業等の積極的な設備投資も含んで、条例の奨励措置を適用させて運

用していくと言われるんなら、それはそれで大いに結構だと思います。 

 しかし、条例を見ても、これまで飲食・小売業等の事業者に対してこの解釈での運用は

考えられていなかったと思いますし、何か後づけみたいでなかなかそこまで読み込み解釈

するのは無理があるんじゃないかと思います。３月でしたか、商工会議所さんをはじめ、

その幾つかの関連団体の代表の方々がどう情報を入れられたのか、議会でやろうとした、

この条例改正の阻止のために議長に要望書、意見書を提出に来られました。議長からの要

請を受けましたんで、私もその場に同席させてもらって、話を伺いましたが、お出でにな

った方々の多くがその時点まで、この条例が全ての業種を対象としたもので、その奨励を

受ける際のハードルが上がってしまって、産業振興を妨げることになると、そういう意図

の発議を議会がやろうとしているんじゃないかと、そういうふうに理解をされて、反対の

要望に来られたようでした。 

 ですが、お話を伺う中で、改正しようとした行為についての理解は頂きましたけれども、

代表のどなたかの発言に、議会がそういう改正を望むのなら、併せて積極的に設備投資し

た飲食店、小売業等も奨励対象として規定するとか、あるいは何らかの奨励措置の制度を

つくる努力もすべきではないか、との要望も出されました。それは議長にではなく町長に

申し上げていただきたいなというふうには思いましたが、議長はしっかりとお聞きしてお

くとの判断の下、その要望書を受理されたことがございます。 

 その方が言われるとおり、先ほど町長も言われていましたが、確かに最低でも１,０００万

円、それ以上の資産が用意できる基盤のある事業所でなければ、何の奨励も受けられない

という説明を聞かれたら、店舗改装とか規模拡大や新規開店でもしようとされ、いわゆる

中小、小売業、飲食業店等の方々は、当然この条例に不公平感をもって、納得されないん

でしょうね。真っ当な御意見だと思いました。 

 そこで、やっと質問に入ります。もうお読みなんでしょうけども、今後、いわゆる業態

変更しないまでも、何らかの設備投資を行って、規模の拡大や新規事業に取り組む飲食

店・小売業者等に対しても奨励措置について一考すべきではないでしょうか。既に制度化

されている創業支援事業補助金ですね、先ほどもどなたかの一般質問でもございまし

た──と違う趣旨での立地企業としての奨励措置の意味合いです。いかがでしょうか。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。ちょっと長きにわたり、論旨が少しつかめない。幾つかち

ょっとポイントになったことを言いますが、特に私はいろんな商工業者の方とお会いしま

す。特にお会いして大事なのが南九州化学と宝酒造様です。いろんな意見を交換させてい
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ただきます。南九州化学様は、今年で７０周年です。宝酒造様は７３年目になります。こ

ないだ、ある商工会議所の集まりでお会いしたとき、こういうことを言われました。社員

が変なチラシを持ってきたと。設備投資をしている、その固定資産免税を受けることが悪

いことですかと、私に言われました。 

 私は、こう答えるんです。いいえ、とんでもございません。固定資産免税というのは、

長年の３世代にわたっての地域への貢献、当たり前のことです。そのようなことを言って

いる町民はいないはずですと、お礼しかありませんと、そういう意味でのお礼であり、誠

意です。これですね、固定資産免税、別に必要ないとすれば、必要ないで済むんです、企

業は。そう大した額ではございませんから。 

 ただ、このやり取りというのは、非常に大事です。そして、そのような情報が、悪い情

報が入ることは次の投資、あるいは全国に工場を持っている企業は、ほかのほうに目が向

きます。本社へそのような情報が流れるからです。だから非常に私はここを注意しなけれ

ばいけないというふうに思っています。 

 それと二つ目、業態変化ということを言われましたけれども、飲食業が業態変化という

のは、これはちょっとおかしな解釈で、飲食業は観光業、観光施設に入ります。これは西

都市の条例の中にも観光業というのがあって、橋田市長と何度もお話ししています。飲食

業をどういう認識ですかと。観光業だとおっしゃいます。私も観光施設だと思うと。人を

遠くから呼び集める。そういう認識です。業態変化ということは、例えばですよ、それを

言っても飲食店がものをつくって売る、これ工場をつくらなくても一生懸命やるんです。

それと拡張するときできるんです。拡張するときだけというのは、業態変化ではないとい

うことです。そこのところは、ちょっと言葉がありませんし、まず観光業で飲食業は捉え

られるということは、隣の町と解釈が違っていいはずがありません。そこを認識しておく

必要があるかと思います。 

 それから、新規創業の推進等につきましては、これは私はいろんな飲食業も含め、いろ

んな業種体の経営者の方とかなり密にコミュニケーションを取りながら、要望を吸収して

もらっております。様々な補助、助成、これ国の補助、県の助成等も含めて、いろいろと

商工会議所を特に通しながら支援をしていく部分があります。その間を補うのが町の支援

だろうと思います。 

 企業立地奨励条例が今度ももしいろいろと疑問があるなら、もっと関係団体とコミュニ

ケーションを取り、意見を交換しながら協議していく。このことが大事だということをお

伝えしておきたいと思います。 

○議長（緒方 直樹）  田中議員、暫時休憩よろしいですか。 

 １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。観光業、飲食店もしくは小売業者等に対しての奨励措置に

ついて、一考すべきじゃないかという質問に対しての答弁だということで伺いますが、し

かし私も、最初の、既にあった企業に対しての答弁に関してですけれども、誰もその免除
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が悪いことだとは決して言っておりませんよね。どなたが言ったか分かりませんが、私は

言っておりません。それに、その条例の中にそれをつくること自体が制度的に無理がある

んじゃないかという言い方をしていますよね。 

 それと、いつの間にその飲食業を観光業という名目で持ってこの条例の中に適用させよ

うとされたのか、ちょっと意味が分からないところでございますけれども。いつものとお

り熱く語っていただきましたけれども、ここまで申し上げましたが、この条例の対象とな

る事業者、企業の立地の判断に、私はこの複数の適用解釈がされているということは、全

て今まで述べてきましたが、条例上のこの運用というのは、自由さは持っていても、少々

曖昧なんじゃないかなというふうに思っています。このようなことを考えましたら、少な

くとも事業経営者、町民には少しでも曖昧さを与えずに、この条例の公平、公正さを示す

ためにも制度を考慮すべきじゃないかということを申し上げます。 

 例えば、雑ですけれども、本条例はあくまでも読みやすく、町外からの誘致企業への奨

励措置に特化させると、当然合わせて、積極的に設備投資する全ての会社、観光業と言い

ましょうか、ホテル・飲食店・小売業者等とともに事業を拡大する、これまでの町内に立

地された企業も含めて、奨励対象事業者とする制度を改めてつくったらどうかということ

なんです。 

 あるいは、現条例の奨励対象事業者に設備投資する全ての会社やホテル、観光業ですね、

飲食店もおっしゃったけども、小売業等もそう規定して、その上で奨励措置の種類と内容

を、種類ですよ、内容ですよ──を町外からの新規誘致企業と既存誘致企業とで区分をす

るという、そんな手法もあるんではないかというふうに思っています。 

 いずれにしても、本条例の本旨であります企業を誘致することによって、雇用を生むこ

と、これはもうずっと、先ほども、前の一般質問の中にもありましたが、その雇用を生む

ことがより可能となることを担保することを主眼にして、このような本条例の改正等を進

めていくべきだと思っておりますが、いかがでございましょうか。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。まず幾つかございましたけれども、先ほど、その業種です

ね、観光業、観光施設、先ほど長々と申した中に言ったと思いますけども、極めて幅広く

許容力のある捉え方なんです。これ、飲食業一つを加えたとしても、じゃあほかのホテル、

旅館から始まって、レジャー施設、スポーツ業、いろんなのがもう観光業種の中に入りま

すんで、そのたんびに加えていくかという話になります。それは、それでいいのかもしれ

ませんが、まず今、変える必要もないのに、前もってそこを入れるというのがおかしいん

です。 

 何度も申しますけど、観光業、観光施設というのは、幅広くその業種の中に入るという

ことの認識が極めて大事です。また、雇用を生むために企業立地奨励条例があるという、

それはそのとおりでございます。ただ、その設備投資をしたとき、すぐには雇用は生まれ

ないことがほとんどです。そこで新商品が生まれ、あるいは改革をし、あるいは新たな取
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引先がその設備投資によって生まれる。その後に雇用というのは生まれるのが物すごく多

いんです。 

 だから、最初から雇用の条件を出してしまうと、該当するところが少ないということで

す。そのことは、僕は、平成なんですかね、７年前に条例を変えられたのは、そのポイン

トがあったというふうに思われます。企業誘致にあまりうまくいっておられなかったんで、

その許容力を広げることによって、雇用は後から生まれるんだという、これ経営にとって

非常に大事なことで、設備投資をすると同時というよりは、その後に生まれるという、こ

の観点がないと、これ理解しておられないというふうに思わざるを得ません。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。私の条例なり、読み込みの理解の不足だということでおっ

しゃったんですけども、ちょっと執行部にお伺いしますけど、執行部としてはこの立地奨

励条例の目的第１項の中の流通関係施設、または観光施設、この中にホテルとか飲食業が

入るという認識の下に、町長にはおっしゃっているんでしょうか。 

○議長（緒方 直樹）  暫時休憩いたします。 

午後１時48分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時49分再開 

○議長（緒方 直樹）  再開します。 

 地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。企業立地奨励条例の中にございます観光

施設についてでございますが、第２条のほうで定義づけされておりまして、「観光施設、

専ら観光、スポーツ、またはレクリエーション事業に寄与することを目的とした施設であ

って、風俗営業の対象とならないものをいう。」というふうに定義されております。個別

の施設の様態等につきましては、その判断は申請計画の中で判断していくべきものではな

いかというふうに考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。ごめんなさい、その申請計画っていうのは、この立地奨励

条例の申請っていう意味ですか。会社組織をつくるという、ごめんなさい。 

○議長（緒方 直樹）  地域政策課長。 

○地域政策課長（日高 茂利君）  地域政策課長。奨励条例の指定事業者になるために提出

を求めております申請計画でございます。会社の新設、増設、事業拡大の計画等がうたっ

てあるものでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。じゃあこの第２条の６項の観光施設、これが例えばホテル

が、例えばスポーツレク、キャンプ誘致とかそういったものに特化した施設であることに

よって、この奨励条例の申請をされる。あるいは飲食業が観光業界、観光業者、観光者あ
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たりが飲み会、飲食に来る、この形に特化した飲食業である部分での観光施設だというよ

うな判断をしろということなんでしょうか。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  何度も申しますけど、観光施設、観光業というのは幅広いんです。

だから機能するということであって、これは前も申し上げた。西都市長と何度も話しまし

た。観光業、飲食店入りますよね、入りますと。お互い認識をしています。そこを、今の

食という観光の大きな原点である事業を観光業に入れないところは、基本的にはございま

せん。細かく分類していかれればありますが、そのたんびにやらなきゃいけない、おかし

なことになってきますんで、そこに漏れる業種が逆に出てきてしまうということを考えて

おかないと。 

 そしてまた、もう一つ私言いましたのは、この観光業という捉え方の中で観光施設とい

う、審議委員ですね、その中に経営の豊富な経験のある人や大学教授等を入れることで、

この枠です。新たな観光という新たな業種が生まれることに対しての認識が必要です、と

いうふうに捉えているところです。これ、今ある問題でもございませんが、このような状

況は必要であろうというふうに思っておるところです。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。ですから、その幅広い解釈があいまいだということをずっ

と申し上げていて、決して飲食業が落ち込んではいけない、先ほどコロナの関係の促進法

なり、制度なりっていうのがありましたよね、当然それはやるべきですし、飲食業が落ち

込んでしまうのは非常に寂しいし、そういうことはあってはいけないというのは十分思い

ます。ただし、それの扱いのための町として、行政として手段を講じるためには何らかの

明確なものがあってほしいということを、ずっと申し上げている。そういう意味で、今回

質問させてもらったんです。 

 もう大丈夫ですよ。そのいろんな団体、関係団体等の意見を参考にされて、今後、改め

て条例の内容を精査して、条文の適格な解釈を行ってもらって、もちろん現在の町の財政

状況も鑑みて、情勢状況に合致した奨励制度を盛り込んだ議案改正の提出をぜひ考えてい

ただきたいなというのを、切に願っております。その期待を込めて、質問いたしました。

（発言する者あり）いや、結構です。質問も結構です。何かと反論ですか、反問ですか。 

○議長（緒方 直樹）  町長。 

○町長（黒木 敏之君）  企業立地奨励条例は、基本的に企業を後押しするためにあるんで

す。要するに、この町で頑張ってもらいたい。だから、こういう免税措置、あるいは補助

金を出しますよと。その支援のためにあるということを基本に捉えてないと、出さないた

めにあるのではないということです。これを基本的に考えておかないといけないというこ

とです。 

 そして、もう一つまた、もうちょっとつけくわえて。様々な地元の業界の方とコミュニ

ケーションを取って意見を聞いた上の判断でないと、これはこの議場だけの議論ではおか
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しくなりますよとお伝えしておきたいと思います。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。もちろん、そうです。いろんな業態の方といろんな話をし

て、この議場だけの町長の思いだけでそれが進むというのも、ちょっとおかしいと思いま

すから。その辺もぜひ一緒に、我々議員も一緒にやりたいなと思います。執行部の課長の

方々とともに一緒にやりたいと思いますので、その辺は一緒にやらせていただきたいとい

うふうに思います。 

 次に大きな２番ですが、これまでの質問案件との、その後の進展についてお伺いいたし

ます。まず３１年３月にやったやつですが、改正水道法につきまして、水道事業関係者の

責務明確化、それから広域連携の推進、適切な資産管理の推進及び官民連携の推進等を目

的とした改正水道法について質問し、特に水道施設の更新等につきましては、老瀬浄水場

の移転をも含めて総合的に検討を行っているところだと答弁いただいています。 

 これは先ほどの春成議員でしたか、質問等ございましたけれども、それにお答えいただ

いていますが、また広域連携につきましても中部地区水道企業協議会を設置して、その中

で協議を重ねているところだとの答弁をもらっております。コンセッション方式の導入に

つきましては、今後の動向を注視してまいりたいと考えているとの答弁でしたが、そこで

お尋ねいたします。まず水道施設更新と広域連携の検討経緯について、お教えください。 

○議長（緒方 直樹）  ちょっと暫時休憩させていただきます。 

午後１時56分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時56分再開 

○議長（緒方 直樹）  失礼しました。再開いたします。 

 

 

 

 

 

○議長（緒方 直樹）  それでは、改めていきたいと思います。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（渡部 忠士君）  上下水道課長。お答えをさせていただきます。まず水道

施設の工事についてのお尋ねのほうからお答えをさせていただきます。水道施設の更新に

つきまして、前回は特に老瀬浄水場と青木配水池の更新を指しての御質問と、それに対す

るお答えをさせていただいたところでございますけれども、４月以降改めて施設の老朽化

と劣化の状況を確認したところでございます。春成議員の一般質問にもお答えさせていた

だきましたとおり、計画的に設備修繕を行っているところでございますけれども、将来の

老瀬浄水場の更新を考えますと、どの程度の、現在行う修繕ですね、その修繕レベルが望
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ましいのかという判断がまず必要になってまいります。 

 続けて更新を行うとすれば、それはいつになるのか。更新を見据えてどの程度の期間、

施設を延命させるのかという問題も出てまいります。現在、そして将来の経営状況を勘案

しながら、老瀬浄水場と青木配水池の更新については検討を進めていかなければならない

と考えているところでございます。 

 次に、広域連携の検討の件についてというお尋ねでございました。そちらについてお答

えさせていただきます。先般、頂戴いたしました一般質問におきまして、中部地区水道企

業協議会において広域連携の協議を重ねているというお答えさせていただきましたところ

でございますけれども、今般のコロナ禍にございまして、その協議会の会合が開催されて

いないというところでございます。その間、同協議会の会員でございます新富町水道事業

と一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団さんとの間におきまして、経営統合の協議が進行

しているところでございます。この協議会における広域化協議につきましては、それを受

けまして仕切り直しということになるのではないかというふうに考えております。 

 さらに、県におきましては令和３年６月以降、宮崎県水道広域化プランというものを作

成中でございまして、今年度に入りまして２回の県内の全水道事業体参加による会議が開

催されたところでございます。その中で、様々な広域化に係る具体的な検討内容が示され

たところでございます。この広域化につきましては、県を県北、県央、県西の三つの県域

に分けるというものでございまして、これ高鍋町は県央になるんでございますけれども、

その大きな枠の中でそれぞれの水道事業体が広域化を検討するというものでございます。 

 ただ、会議に参加して何となく分かってきたんですけれども、ただこの広域化の考えに

つきましては、近々の事業統合、経営統合を目指して検討を進めるというものではござい

ません。まず窓口の業務でございますとか検針業務、財務システムとか、施設台帳システ

ムといった各種の業務の共同化によるコスト削減が図れないかというところに、その検討

に重きを置きまして、その中からメリットが大きいと判断されれば、それぞれの事業体の

枠を超えて共同化を進めていってはどうかと、そのことが将来の広域化の最初のステップ

になるのではないかという判断の下、行われているというものでございます。 

 県においては、県域ごとに事業体が集まりまして、各テーマの検討を進めていくとして

おりますことから、引き続きその会議に参加して、その実現の可能性を探ってまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。施設の更新に関しましては、先ほどの一般質問の中にもあ

りましたので、よく理解をしております。それと広域連携の話、これも共同化を柱とした

広域プラン、これについても今後ちょっと注視をしていきたいなというふうに思っており

ます。 

 それでは、前回も話しましたコンセッション方式の導入についての動向、これの判断は

どういうふうな状況になったのかだけ教えていただけますか。 
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○議長（緒方 直樹）  上下水道課長。 

○上下水道課長（渡部 忠士君）  上下水道課長。コンセッション方式導入についての動向

と判断はというお尋ねでございますけれども、まずコンセッション方式導入についての動

向でございますけれども、今年の４月１日から宮城県において宮城型管理運営方式と呼ば

れますコンセッション方式が導入されているところでございます。国内においては幾つか

の水道事業体がその検討を始めているということは伺っているところでございますが、そ

れ以上のことはあいにく伺っていないところでございます。 

 コンセッション方式導入についての判断というところで、水道事業でございますけれど

も、こちらは住民の福祉増進を目的とした重要な生活インフラでございます。自治体の責

任において住民生活に密着したサービス、つまり低廉にして正常な飲料水の安定供給を図

って行っていくことがその使命となっております。私どもの高鍋町水道事業におきまして

は、これからも引き続きその使命を果たすべく経営努力を継続してまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。これについての前回の質問の締めにも申し上げましたけれ

ども、老朽化した水道管や施設等の更新を急ぐということは、当然災害対策の一環として

も大事なことですが、それがコンセッション方式より民間企業活用でよいのかどうかとい

うことは、今後の水道料金の値上げ問題だけじゃなくて、安全面としても水質維持と安定

供給という本来の公共性をどういうふうに担保させていくか、という点も含めて、我々も

っと関心を持つべきだというふうに思っています。今後もしっかり検討の上、判断してい

ただきたいというふうに思います。 

 それと２番です。下水道事業の広域化、これも共同化計画についてなんですが、下水道

事業を含んだ汚水処理事業の広域化・共同化計画、この策定を県が主体となって２０２２年

度までにつくれという指示があったことを取り上げて、そのうちの下水道事業の広域化に

絞って質問したところでしたが、県が作成したものであっても、県及び関係する町と今後

どのような取組が必要になるかを検討して行っていきたいという答弁がございました。 

 特別会計から企業会計へと転換時期で検討されているということも同議会に答弁として

出されましたけれども、そんな状況の中だけれども、ぜひ３町において持続的で効率的な

経営の形態が可能というのであれば、難しいんでしょうけれども、しっかり進めていくべ

きではないかという意見を、その際に述べさせてもらっております。まずその中にありま

した企業会計の転換推進というのは進んでいるんでしょうか。 

○議長（緒方 直樹）  上下水道課長。 

○上下水道課長（渡部 忠士君）  上下水道課長。下水道事業の企業会計への転換につきま

してでございますけれども、令和５年４月から会計方式を公営企業会計方式へ移行させる

に当たりまして、現在、計画的に準備を進めて、移行作業を行っているところでございま

す。現在までに固定資産調査ですとか会計システムへの会計システム導入に向けた作業を
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行っているところでございまして、今後、例規の整備でございますとか、職員研修を実施

いたしまして、令和５年４月から遅滞なく公営企業会計へ移行できるよう、現在取り組ん

でいるところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。それと、３町での広域化・共同化の検討のその後はどうい

うふうな状況でしょうか。 

○議長（緒方 直樹）  上下水道課長。 

○上下水道課長（渡部 忠士君）  上下水道課長。下水道事業の広域化・共同化につきまし

てでございますけれども、こちらのほうは御存じのとおり令和４年度末までに県が汚水処

理に係る広域化・共同化計画を策定することになっております。当町といたしましてはそ

の計画に沿いまして、近隣自治体と汚水処理施設の統廃合の可能性及びその効果について、

来年度以降検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。ぜひ３町になるのか、２町になるのか分かりませんけれど

も、持続的で効率的な経営の形態が可能というのであれば、難しいんでしょうけれども、

しっかり来年以降検討を続けていただきたいなというふうに思っております。 

 それと３番です。わかば保育園の子育て支援センター併設についてでございますが、平

成３０年の公立保育園在り方検討委員会の答申、この中の子育て支援センターの併設の記

述を取り上げまして、わかば保育園にその施設を設置できないか、という質問を展開いた

しました。 

 答弁では、わかば保育園の大規模改修工事に当たり、子育て支援センターの併設という

ことも一つの選択肢として考慮に入れて、慎重に協議を進めてまいりたいということもご

ざいました。そこで、既に現在、大規模改修工事が始まっておりますけれども、その慎重

な協議の経緯を含めて、センター併設の具体的検討はなされたのか、そしてその判断はど

うだったんでしょうか、お願いします。 

○議長（緒方 直樹）  福祉課長。 

○福祉課長（杉田 将也君）  福祉課長。わかば保育園における地域子育て支援センター併

設の具体的検討は、についてでございますけれども、わかば保育園の大規模改修において

新たに改修する多目的ルームなどを活用して、地域子育て支援センターを設置できないか、

検討を進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。検討を進めていただいていると。選択肢としていただいた

ことはよかったです。以前に改装図面を見せてもらっていまして、そのスペースが取れる

のかっていうのはちょっと心配ではありますけれども、まずはセンターの基本事業であり

ます子育て親子の交流の場の提供と、あと相談援助、それから情報の提供、これができさ
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えすれば結構なことだと思いますので、ぜひ検討を進めていただきたいというふうに思い

ます。 

 それと４番です。消防指令業務の共同運用化について、令和３年、去年ですけれども。

将来の消防の広域化を目指すための前段階の手順として、令和６年４月をめどに消防指令

業務の共同運用を目指す計画があることを質問いたしました。その時点では、まだ共同運

用センター設置の検討要旨資料等の提供も、県からまだ来てなかったという状況だという

答弁でしたけれども、その共同運用センター設置の検討要綱資料などは各町村に対して提

示があったんだろうと思うんですけども、その内容というのはどうなっているんでしょう

か。 

○議長（緒方 直樹）  総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  総務課長。本年２月に開催をされました宮崎県市町村消防広

域化検討会で県が示した資料によりますと、共同整備消防指令業務の指令センターですね、

こちらを共同整備した場合における初期導入費用は最大で約３９％、維持費用は年間最大

で約５６％縮減との試算が出されております。また、通信指令員等にかかる人員の削減に

つきましては、最大約４９％の削減、人数にして４２人程度の削減が見込まれております。 

 しかしながら、その実現に向けましては、共同運用の方式、費用負担、人員負担、運用

ルールの統一などの課題解決が必要であるとの報告が、併せてなされたところです。この

資料等も参考に、東児湯消防組合として共同運用に参加するかどうか、これまで検討がな

されたところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。実は今年の６月の県議会議員でしたですか、県議会である

県議がこの消防指令業務の共同運用化について質問されました。県の執行部からは、令和

３年度にその共同運用のための初期整備に要する費用の試算を行って、各県内市町村に提

供したと答弁があったようでございます。これが先ほどの答弁の内容でしょうけれども、

これまでの準備を経た結果、この９月には参加合意のための協議が開始されるということ

みたいな答弁でございました、そのときは。さも共同運用は決まったようなやり取りだっ

たんですけれども、そこでお伺いいたします。ここに至るまでの協議の経過は、どのよう

なものだったんでしょうか。 

○議長（緒方 直樹）  総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  総務課長。これまでの協議経過について、お答えいたします。

先ほど答弁いたしました宮崎県市町村消防広域化検討会での説明を受けまして、東児湯消

防組合での正副管理者会が開催をされ、２月２５日を回答期限とした共同運用への参加意

向調査の対応について協議が行われております。この協議では、財政負担が不透明である

ことなどに鑑み、県内全ての消防本部が参加をする共同運用であること、共同運用に関わ

る庁舎整備、維持管理費等の必要経費を全て明示すること、それから初期整備費及び維持
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管理費に対する県の財政支援、この三つを条件に参加するということが決定をされました。 

 しかしながら、その後、不参加を表明した消防本部が出てきたこと、それから県の財政

支援についても初期整備費のみの支援であることが判明し、維持管理費についての支援は

ないということで、先ほどの参加の前提条件であるその三つの条件が満たされないという

状況になりました。 

 ８月に、東児湯消防組合の構成町の町長、財政、消防担当課職員、及び消防組合で最終

の協議を行いまして、不参加本部がある場合、共同運用の効果が薄れ、費用負担が増大す

る恐れがあること、それから現在、消防組合で運用しております火災発生時のサイレン吹

鳴、防災無線放送、消防団員の招集メール送信などが共同運用で可能かどうかが現時点で

は不明であること、それから消防組合独自の試算結果では、単独整備等共同運用における

１０年間分の費用負担で、約３億円の負担増が想定されることなどから、その共同運用の

必要性については十分認識はしているものの、共同運用への参加を希望しないという判断

に至ったところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。ちなみに、現在のところでの参加をしないというふうに決

定されてない団体というか消防は、お分かりでしたらお教えください。 

○議長（緒方 直樹）  総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  総務課長。現在、現時点でその参加の意向を確認の調査とい

うのがありまして、全部で１０の消防本部がございます。希望するとした消防本部が全部

で五つ、それから希望しないとした本部が四つ、日向市消防本部、串間市消防本部、西都

市消防本部、東児湯消防本部の四つが参加を希望しないということ。それから都城市消防

局は、参加をするしないをまだ明確にしていないので不明ということで、結果希望する本

部が五つ、希望しない本部が四つ、不明が一つという割合になっております。 

 以上です。 

○議長（緒方 直樹）  １番、田中義基議員。 

○１番（田中 義基君）  １番。よく分かりました。消防の管理者、また副管理者も含めて

消防の組合の方としては、本当によく判断されたなと思います。財政的な比較分析もされ

たことでの判断もそうですけれども、何よりも前回も申し上げたように、消防職場と職員

の労働環境や労働条件の劣化、それから悪化を招かねないようにすること、特に管内住民

の生命を守るというサービスの低下、これを招くことがないように配慮しながら、今後も

しっかり業務を進めていくことを前提に判断されたと私は思っております。本当に英断だ

と思います。 

 質問については以上ですが、冒頭にも申しましたけれども、次回定例議会での一般質問

者、そのメンバーを大きくさま変わりすることになるでしょう。この一般質問の場が、議

員はしっかり施政に対する思いや問題点を挙げて質し、執行部もそれに対して丁寧に明確
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に答弁され、ともに一緒に町の発展を目指す方向を見いだす、そういう場であることを確

認し、そうなることを願っております。私もその中に参加させてもらえればいいなと思い

ながら、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（緒方 直樹）  これで田中義基議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（緒方 直樹）  これをもって一般質問の全てを終わります。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後２時17分散会 

────────────────────────────── 


